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第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

事業者の名称 ：中ノ森山風力合同会社 

代表者の氏名 ：一般社団法人霞町プロパティー 職務執行者 赤津忠祐 

主たる事務所の所在地 ：東京都港区六本木六丁目 10番 1号 六本木ヒルズ森タワー 
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第2章 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

平成 30年に閣議決定された「第 5次エネルギー基本計画」において、再生可能エネルギーに対し

ては、低炭素で国内自給可能なエネルギー源として重要な位置づけとされ、特に風力は、経済性を

確保できる可能性があると高く評価されている。 

福島県では、平成 24 年 3 月に「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン（改訂版）」を策定し、

復興に向けた主要施策のひとつとして「再生可能エネルギーの飛躍的な推進による新たな社会づく

り」を位置付け、「2040年頃を目途に、県内のエネルギー需要量の 100％以上に相当する量のエネル

ギーを再生可能エネルギーで生み出す」ことを目標としている。また、平成 28年 3月に経済産業省

は「福島新エネ社会構想実現会議」を立ち上げ、「再生可能エネルギーの導入拡大」、「水素社会実現

に向けたモデル構築」、「スマートコミュニティの構築」を柱とした、新しいエネルギー導入社会の

あり方を福島で実現する構想を検討するなど、再生可能エネルギー全般への積極的な取組みを行っ

ている。 

福島県において導入促進されている風力発電事業について、地元企業が事業主体となり、風力発

電所の開発及び運営を行うことで、長期に亘る持続可能性の高い事業として、地元企業の育成を通

じ福島の復興、地場産業の活性化を目指す。 
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2.2 対象事業の内容 

2.2.1 特定対象事業の名称 

（仮称）中ノ森山風力発電事業 

 

2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力 ：最大 48,000kW 

風力発電機の単機出力 ：最大 4,200kW 

風力発電機の基数 ：最大 15基 

※今後、風力発電機の単機出力及び基数を決定するが、最大出力が風力発電所出力を上回る場

合は、これを下回るように出力制限により対応する。 

 

2.2.4 対象事業実施区域 

1. 対象事業実施区域の概要 

(1)対象事業実施区域の位置 

福島県葛尾村及び浪江町の行政界周辺（図 2.2-1 参照） 

 

(2)対象事業実施区域の面積 

約 721ha 
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図 2.2-1(1) 対象事業実施区域（広域）  
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図 2.2-1(2) 対象事業実施区域（衛星写真）  
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図 2.2-1(3) 対象事業実施区域  
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2.2.5 特定対象事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

1. 発電所の設備の配置計画 

現段階における発電所設備の配置計画は図 2.2-1のとおりである。 

風力発電機の設置地点は、今後の現地調査の結果、関係機関並びに地権者との協議や許認可等

を踏まえ決定するため、変更の可能性がある。 

 

2. 発電機 

設置する風力発電機の概要は表 2.2-1、概略図は図 2.2-2のとおりである。また、基礎構造の詳

細は、地質調査の結果を踏まえて決定するが、参考として基礎構造図の例を図 2.2-3に示す。 

 

表 2.2-1 風力発電機の概要（予定） 

項目 諸元 

定格出力 
（定格運転時の出力） 

最大 4,200kW 

ブレード枚数 3枚 

ローター直径 
（ブレードの回転直径） 

約 112～124m 

ハブ高さ 
（ブレードの中心の高さ） 

約 84～98m 

最大高さ 
（ブレード回転域の最大高さ） 

約 140～160m 

設置基数 最大 15基 

耐用年数 20年 
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図 2.2-2 風力発電機の概略図（最大 4,200kW） 
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※基礎構造は、今後の地質調査等の結果を基に検討する。 

図 2.2-3 基礎構造図（例） 

  

（単位：mm) 
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2.2.6 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化する

こととなるもの 

1. 工事に関する事項 

(1)工事概要 

対象事業実施区域における主要な工事は、以下のとおりである。 

・道路工事、造成・基礎工事等 ：機材搬入路及びアクセス道路整備、ヤード造成、基礎工事等 

・据付工事 ：風力発電機据付工事 

・電気工事 ：送電線工事、配電線工事、変電所工事、建屋・電気工事 

 

(2)工事工程 

主要な工事工程の概要は、表 2.2-2のとおりである。 

建設工事期間 ：着工後 1 ～ 30 か月（予定） 

試験運転期間 ：着工後 30 ～ 32 か月（予定） 

営業運転開始 ：着工後 32 か月目（予定） 

 

表 2.2-2 主要な工事工程の概要 

項  目 期間及び工程 

1．道路工事、造成・基礎工事等 

着工より 1 ～ 13 か月（予定） 
 機材搬入路及びアクセス道路整備 

ヤード造成 

基礎工事等 

2．据付工事 
着工より 14 ～ 20 か月（予定） 

 風力発電機据付工事 

3．電気工事 

着工より 19～ 30 か月（予定） 

 送電線工事 

配電線工事 

変電所工事 

建屋・電気工事 
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(3)主要な工事の方法及び規模 

①  道路工事、造成・基礎工事等及び据付工事 

a. 道路工事、造成・基礎工事等及び据付工事 

取付道路及び風力発電機組立用ヤード（供用後のメンテナンス用ヤードとしても使用する。）

の樹木伐採や整地、風力発電機建設地における基礎地盤の掘削工事などを行う。 

各風力発電機組立用ヤードの造成・基礎工事の後、クレーン車を用いて風力発電機の据付工

事を行う。 

 

b. 緑化に伴う修景計画 

改変部分のうち、切盛法面は平面緑化（種子吹付け等）を実施し、法面保護並びに修景等に

資する予定であるが、最終的には森林管理署をはじめとした土地管理者との協議を踏まえて決

定する。 

 

②  電気工事 

電気工事は、電力会社へ連系させるための変電所工事、変電所と各風力発電機を接続する配

電線工事等を予定し、変電所から風力発電機までは、架線または地下埋設させる予定である。 
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2. 交通に関する事項 

大型部品（風力発電機）については、図 2.2-4 のとおり相馬港または小名浜港から対象事業実

施区域に至る既存道路を活用し、輸送する計画である。なお、今後の検討結果によっては、輸送計

画を変更する可能性がある。 

工事用資材等の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」という。）の主要な走行ルートは図 2.2-5

のとおりであり、一般国道 114 号及び一般国道 399 号を使用する計画である。なお、今後の検討

結果により、詳細を決定する予定である。 

対象事業実施区域内に新設する予定の道路は図 2.2-6のとおりである。 

なお、既存道路のカーブ部分の拡幅等（伐採・造成・鉄板敷設等）は最小限にとどめ、各風力発

電機の設置箇所に至る道路を整備する。拡幅等の改変が想定される既存道路を対象事業実施区域

に含めた。 

また、上記の輸送ルート、走行ルート及び新設道路は現時点での想定であり、今後の関係機関

等との協議により確定する。 
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図 2.2-4 大型部品（風力発電機）の輸送ルート  

差し替え 

 ・方法書区域（対象事業実施区域） 

 ・風力発電機（線） 

 ・大型部品の輸送ルート（図中の線は配慮書のまま） 

 ※対象とするのは、日中に走行する生コンや土砂等の輸送用の

10tダンプ等でなく、夜間に低速度で移動するナセルやブレード等

を運搬する大型トレーラーです。 
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図 2.2-5 工事関係車両の主要な走行ルート
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図 2.2-6 新設予定の道路（案）  
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3. その他の事項 

(1)工事用仮設備の概要 

工事期間中は、対象事業実施区域内もしくはその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定であ

る。 

 

(2)工事中用水の取水方法及び規模 

工事中の用水は、給水車により、現地への必要容量の搬入を予定しており、散水及び車両洗浄

等の工事用水として使用する。これらの用水の使用量及び調達先は未定である。 

 

(3)工事中の排水に関する事項 

①  雨水排水 

降雨時の排水は、各ヤード横に設置する沈砂池に集積し、土砂等を沈降させながら地下に自

然浸透させる等、適切に処理を行うとともに、沈砂池の容量を超える場合には、上澄みを排水

し、しがら柵等を介して流速を抑えた上で拡散して自然放流させる計画である。 

 

②  生活排水 

対象事業実施区域内もしくはその近隣に設置する仮設の工事事務所からの生活用水は、手洗

水等が想定され、微量であるため、浸透枡等を設け自然浸透させる等適切に処理する。また、

トイレは汲み取り式にて対応することを計画している。 

 

(4)土地利用に関する事項 

対象事業実施区域の一部は、「森林法」（昭和 26年法律第 249号）に基づく保安林に指定されて

いる。今後、改変区域を検討する際には、関係機関と協議の上、既存道路を有効に活用し、土地改

変及び樹木伐採の最小化を図る等、可能な限り改変面積を小さくするよう検討する。なお、改変を

行う場合には、必要に応じて作業許可の申請等を行う。 

 

(5)樹木伐採の場所及び規模 

造成工事においては既存の林道を最大限活用することで、道路の拡幅等の改変区域を低減する

計画である。また、今後の概略設計及び詳細設計において、改変区域を低減するよう配慮する。 

 

(6)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類としては、木くず（伐採木含む。）や金

属くず、紙くず、廃プラスチック類、コンクリート殻及びアスファルト殻等となるが、それぞれの

発生量は現時点では未定である。 

工事の実施に当たっては、風力発電機、変電機器等の大型機器類は可能な限り工場組立とし、

現地での工事量を減らすこと等により廃棄物の発生量を低減し、産業廃棄物は「建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、可能な限り有効利用に努

める。 

有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第

137号）に基づき適正に処分する。 
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(7)残土に関する事項 

現時点において発生土量は未定であるが、造成工事においては、切土に伴う発生土の有効利用

に努め、場内でバランスをとり、原則として対象事業実施区域外への搬出は行わない計画とする

予定である。しかし、対象事業実施区域内で残土の処理が難しいと判断した場合には、地権者や関

係機関等との協議を踏まえた上で、対象事業実施区域外において適切に処分することを検討する。 

 

(8)材料採取の場所及び量 

工事に使用する骨材は、市販品等を利用することから、骨材採取等は行わない予定である。 

 

(9)本事業予定地周辺で稼働または検討中の他の風力発電事業 

本事業予定地周辺で稼働または検討中の他の風力発電事業は、表 2.2-3 及び図 2.2-7 のとおり

6事業が存在する。 

 

表 2.2-3 本事業予定地周辺で稼働または検討中の他の風力発電事業 

事業名 事業者名 事業規模 備考 

（仮称）笹峠風力発電事業 日立造船株式会社 
最大 73,100kW 

(4,200kW級を最大 17基） 
手続段階：配慮書 

（仮称）麓山風力発電事業 ふくねっと合同会社 
最大 96,600kW 

(4,200kWを最大 23基） 
手続段階：配慮書 

（仮称）八木沢風力発電事業 
日立サステナブルエナジー 

株式会社 

最大 51,800kW 

(3,700kW程度を最大 14基） 
手続段階：方法書 

（仮称）葛尾風力発電事業 葛尾風力株式会社 
最大 15,000kW 

 (3,400kW級を 5基） 
手続段階：準備書 

（仮称）阿武隈風力発電事業 福島復興風力合同会社 
最大 156,400kW 

（3,400kW級を 46基） 
手続段階：終了 

桧山高原風力発電所 電源開発株式会社 
28,000kW  

(2,000kW級×14基） 
稼働中 

〔「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省 HP、閲覧：令和元年 11月）より作成〕 
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図 2.2-7 本事業予定地周辺で稼働または検討中の他の風力発電事業 

「環境アセスメントデータベース」（環境省

HP、閲覧：令和元年 11月）    より作成 
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第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況（以下「地域特性」という。）

について、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した。 

対象事業実施区域及びその周囲における主な地域特性は表 3-1、関係法令等による規制状況のま

とめは表 3-2 のとおりである。 

 

表 3-1(1) 主な地域特性 

環境要素の 

区 分 
主な地域特性 

大気環境 

・ 対象事業実施区域の近傍の津島地域気象観測所では降水量のみの観測となっており、平成 30

年の年間降水量は 1,148.0mm である。飯舘地域気象観測所における平成 30 年の年平均気温は

11.0℃、年間降水量は 1,024.0mm、年平均風速は 2.4m/s、日照時間は 1,921.5 時間である。

船引地域気象観測所における平成 30 年の年平均気温は 11.6℃、年間降水量は 872.0mm、年平

均風速は 1.6m/s、日照時間は 2,019.8 時間である。 

・ 対象事業実施区域の最寄りの大気測定局として、南相馬市に原町局及び小高局が設置されて

おり、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び微小粒子状物質は環境基準に適合してい

るが、光化学オキシダントは適合していない。 

・ 対象事業実施区域及びその周囲において、環境騒音及び自動車騒音並びに環境振動及び道路

交通振動の測定は実施されていない。 

・ 対象事業実施区域の最寄りの施設として、「葛尾幼稚園」、「葛尾小学校」、「葛尾中学校」があ

り、風力発電機から約 1.1km の距離にある。また、対象事業実施区域の一部では、住宅等が隣

接している。なお、対象事業実施区域及びその周囲には原子力災害対策特別措置法に基づく

帰還困難区域がある。 

水環境 

・ 対象事業実施区域及びその周囲には、請戸川、葛尾川及び野川川等がある。 

・ 対象事業実施区域の周囲の河川において、水質測定は実施されていない。 

・ 対象事業実施区域及びその周囲において、平成 29 年度は葛尾村落合で地下水の継続監視調査

が実施されており、テトラクロロエチレンが環境基準を超過している。 

その他 

の環境 

・ 対象事業実施区域は主に適潤性褐色森林土壌からなっており、一部、黒ボク土壌及び乾性褐

色森林土壌が分布している。 

・ 対象事業実施区域及びその周囲は主に山地・丘陵地からなっており、対象事業実施区域内は

主に一般斜面であり、一部に急斜面、山頂緩斜面等が分布している。 

・ 対象事業実施区域内は花崗岩質岩石及び玄武岩質安山岩が分布している。 

・ 対象事業実施区域周囲には、非火山性孤峰の蟹山がある。 

・ 対象事業実施区域及びその周囲の大半は森林地域及び農業地域である。 
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表 3-1(2) 主な地域特性 

環境要素の 

区 分 
主な地域特性 

動 物 

植 物 

生態系 

・ 対象事業実施区域及びその周囲において、動物及び植物の重要な種（動物：ヒナコウモリ、カモ

シカ、カッコウ、サシバ、クロツグミ、ヒガシニホントカゲ、ヤマカガシ、トウホクサンショウ

ウオ、アズマヒキガエル、カワラバッタ、オオムラサキ、ドジョウ、サクラマス（ヤマメ）、マル

タニシ、マツカサガイ等 植物：ヒロハノイヌワラビ、オヤマリンドウ等）が確認されている。 

・ 現地概査によると、対象事業実施区域及びその周囲は、樹林（自然林）、樹林（広葉樹二次林）、

樹林（アカマツ二次林）、樹林（低木林）、樹林（スギ・ヒノキ植林）、樹林（アカマツ植林）、樹林

（その他の植林）、草地（二次草原）、耕作地（畑地等）、耕作地（水田等）、市街地・宅地等及び水

域の 12 の環境類型に区分される。 

・ 対象事業実施区域及びその周囲における重要な自然環境のまとまりの場として、自然植生、自然

公園、鳥獣保護区、保安林、巨樹・巨木林、天然記念物が存在している。 

景 観 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

・ 対象事業実施区域及びその周囲における景観資源は、「白馬石山」、「蟹山」、「行司ヶ滝」等が

ある。 

・ 対象事業実施区域及びその近傍における主要な眺望点は、「日山（天王山）」、「高太石山」、「五

十人山」等がある。 

・ 対象事業実施区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場としては、「葛尾村

森林公園 もりもりランド・かつらお」、「かつらお大尽屋敷跡公園」、「蟹山」があげられる。 

廃 棄 物 等 

・ 平成 29 年度における、福島県内の産業廃棄物の排出量は 7,844 千 t、最終処分量は 544 千 t

となっている。 

・ 対象事業実施区域から半径 50km 以内には、産業廃棄物の中間処理施設が 131 か所、最終処分

場が 22 か所存在している。 

放 射 線 の 量 

・ 対象事業実施区域の周囲において空間線量が測定されおり、平成 30 年度の平均値は対象事業

実施区域最寄りの「林道広谷地線 東屋付近」で 0.248µSv/h、「国道 399 号東平交差点」で

0.298µSv/h である。 
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表 3-2 関係法令等による規制状況のまとめ 

区 

分 
法令等 地域地区等の名称  

指定等の有無  

葛
尾
村 

浪
江
町 

対象事業
実施区域
及びその

周囲 

対象事業

実施区域 

土
地 

国土利用計画法  

都市地域 × ○ × × 

農業地域 ○ ○ ○ ○ 

森林地域 ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 都市計画用途地域  × ○ × × 

公
害
防
止 

環境基本法 
騒音類型指定  × × × × 

水域類型指定 ○ ○ ○ × 

騒音規制法 規制地域 × × × × 

振動規制法 規制地域 × × × × 

悪臭防止法 規制地域 × ○ × × 

土壌汚染対策法  
要措置区域 ○ × ○ × 

形質変更時要届出区域  ○ × ○ × 

工業用水法 規制地域 × × × × 

建築物用地下水の採取の規制に

関する法律 
規制地域 × × × × 

自
然
保
護 

自然公園法 

国立公園 × × × × 

国定公園 × × × × 

県立自然公園  ○ ○ ○ × 

自然環境保全法  
自然環境保全地域  × × × × 

県自然環境保全地域  × × × × 

世界の文化遺産及び自然遺産の

保護に関する条約  
自然遺産 × × × × 

都市緑地法 緑地保全地域  × × × × 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律  

鳥獣保護区及び特別保護地

区 
○ ○ ○ × 

絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律  
生息地等保護区  × × × × 

特に水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地に関する条約  

特に水鳥の生息地として国

際的に重要な湿地  
× × × × 

文
化
財 

文化財保護法等 

国指定史跡・名勝・天然記

念物 
× × × × 

県指定史跡・名勝・天然記

念物 
× ○ × × 

町村指定史跡・名勝・天然

記念物 
○ ○ ○ × 

周知の埋蔵文化財包蔵地  ○ ○ ○ ○ 

景
観 

景観法 景観計画区域  ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 風致地区 × × × × 

国
土
防
災 

森林法 保安林 ○ ○ ○ ○ 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ ○ × 

急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律  
急傾斜地崩壊危険区域  × × × × 

地すべり等防止法  地すべり防止区域  × × × × 

原子力災害対策特別措置法  
帰還困難区域  ○ ○ ○ ○ 

避難指示解除準備区域  × × × × 

放
射
性
物
質 

放射性物質汚染対処特措法  除染特別地域  ○ ○ ○ ○ 

○：指定あり、×：指定なし 
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第4章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

 環境影響評価の項目の選定 

 環境影響評価の項目 

表 4.1-1 のとおり本事業に係る環境影響評価の項目を選定した。 

 

表 4.1-1 環境影響評価の項目の選定 

 
 
 

影 響 要 因 の 区 分 
 
 
 
 
 
 
 

環 境 要 素 の 区 分 

工事の実施 
土地又は工
作物の存在
及び供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要素

の良好な状態の保持を

旨として調査、予測及

び評価されるべき環境

要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物 ○ ○    

粉じん等 ○ ○    

騒音及び 

超低周波音 

騒 音 ○ ○   ○ 

低周波音（超低周波音を含む。）     ○ 

振 動 振 動 ○     

水環境 
水 質 水の濁り   ○   

底 質 有害物質      

その他 

の環境 

地形及び地質 重要な地形及び地質      

その他 
風車の影     ○ 

電波障害     ○ 

生物の多様性の確保及

び自然環境の体系的保

全を旨として調査、予

測及び評価されるべき

環境要素 

動 物 

重要な種及び注目すべき生息地 

（海域に生息するものを除く。） 
  ○ ○ 

海域に生息する動物      

植 物 

重要な種及び重要な群落 

（海域に生育するものを除く。） 
  ○ ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系   ○ ○ 

人と自然との豊かな触

れ合いの確保を旨とし

て調査、予測及び評価

されるべき環境要素 

景 観 
主要な眺望点及び景観資源並び

に主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との 

触れ合いの活動の場 

主要な人と自然との触れ合いの

活動の場 
○   ○  

環境への負荷の量の程

度により予測及び評価

されるべき環境要素 

廃棄物等 
産業廃棄物   ○   

残 土   ○   

一般環境中の放射性物

質について調査、予測

及び評価されるべき環

境要素 

放射線の量 

（空間線量、放射性物質濃

度） 

粉じん等の発生に伴うもの ○ ○    

水の濁りの発生に伴うもの   ○   

産業廃棄物の発生に伴うもの   ○   

残土の発生に伴うもの   ○   

注：1.  は、「発電所アセス省令」第 21 条第 1 項第 5 号に定める「風力発電所 別表第 5」に示す参考項目であ

り、  は、同省令第 26 条の 2 第 1 項に定める「別表第 11」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

2.「○」は、対象事業実施区域に係る環境影響評価の項目として選定した項目を示す。 
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 選定の理由 

環境影響評価の項目として選定する理由及び選定しない理由は、方法書本編「第 6 章 

6.1 環境影響評価の項目の選定」を参照。 

 

4.2 調査、予測及び評価の手法の選定 

 調査、予測及び評価の手法 

環境影響評価の項目として選定した項目に係る調査、予測及び評価の手法は、表 4.2-1

のとおりである。 
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表 4.2-1(1) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

窒

素

酸

化

物 

工事用資材

等の搬出入 

1.調査すべき項目 

(1) 気象の状況 

(2) 窒素酸化物の濃度の状況 

(3) 交通量の状況 

(4) 道路構造の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 気象の状況 

【現地調査】 

地上気象（風向・風速）を観測し、調査結果の整理及び解析を行

う。 

(2) 窒素酸化物の濃度の状況 

【現地調査】 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示

第 38号）に定められた方法により、窒素酸化物濃度を測定し、調査

結果の整理及び解析を行う。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「平成 27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

一般交通量調査」（国土交通省、平成 29年）等による情報の収集並

びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。 

(4) 道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確認

及びメジャーによる測定を行う。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

工事用資材等の搬出入を計画している交通ルート（以下「工事関係

車両の主要な走行ルート」という。）の沿道とする。 

窒素酸化物に係

る環境影響を受

けるおそれのあ

る地域とした。 

    4.調査地点 

(1) 気象の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す工事関係

車両の主要な走行ルート沿いの 3地点（沿道 a～沿道 c）とする。 

(2) 窒素酸化物の濃度の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す工事関係

車両の主要な走行ルート沿いの 1地点（沿道 a）とする。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とする。 

【現地調査】 

「(1) 気象の状況」と同じ地点とする。 

(4) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 気象の状況」と同じ地点とする。 

工事関係車両の

主要な走行ルー

トの沿道地点を

対象とした。 
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表 4.2-1(2) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

窒

素

酸

化

物 

工事用資材

等の搬出入 

5.調査期間等 

(1) 気象の状況 

【現地調査】 

土木工事を実施しない冬季を除く 3 季について、1 週間の連続調

査を行う。 

(2) 窒素酸化物の濃度の状況 

【現地調査】 

「(1) 気象の状況」と同じ期間とする。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

平日及び土曜日の昼間（6～22時）に各 1回行う。 

(4) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(3) 交通量の状況」の調査期間中に 1回行う。 

工事関係車両の

走行時における

窒素酸化物の状

況を把握できる

時期及び期間と

した。 

    6.予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25年）に基づ

く大気拡散式（プルーム・パフ式）を用いた数値計算結果（年平均値）

に基づき、工事用資材等の搬出入に伴う二酸化窒素の濃度（日平均値

の年間 98％値）を予測する。 

一般的に窒素酸

化物の予測で用

いられている手

法とした。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道と

する。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

域とした。 

    8.予測地点 

「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の主要な

走行ルート沿いの 3地点（沿道 a～沿道 c）とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

点とした。 

    9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両による窒素酸化物の排出量が最大

となる時期とする。 

工事関係車両の

走行による影響

を的確に把握で

きる時期とした。 

    10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

窒素酸化物に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減さ

れているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされて

いるかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示

第 38号）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているか

どうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 
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表 4.2-1(3) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

窒

素

酸

化

物 

建設機械の

稼 働 

1.調査すべき項目 

(1) 気象の状況 

(2) 窒素酸化物濃度の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

「気象庁 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

地上気象（風向・風速、日射量）を観測し、調査結果の整理及び

解析を行う。 

(2) 窒素酸化物濃度の状況 

【現地調査】 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示

第 38号）に定められた方法により、窒素酸化物濃度を測定し、調査

結果の整理及び解析を行う。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

窒素酸化物に係

る環境影響を受

けるおそれのあ

る地域とした。 

    4.調査地点 

(1) 気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲の地域気象観測所等とする。 

【現地調査】 

風向・風速は、「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」

に示す対象事業実施区域内の 1地点（風況観測塔）とし、日射量は、

「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す対象事業実

施区域周囲の 1地点（一般）とする。 

(2) 窒素酸化物濃度の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す対象事業

実施区域周囲の 1地点（一般）とする。 

対象事業実施区

域周囲の環境を

代表する地点と

した。 
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表 4.2-1(4) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

窒

素

酸

化

物 

建設機械の

稼 働 

5.調査期間等 

(1) 気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

1年間とする。 

(2) 窒素酸化物濃度の状況 

【現地調査】 

土木工事を実施しない冬季を除く 3 季について、1 週間の連続調

査を行う。 

建設機械の稼働

時における窒素

酸化物の状況を

把握できる時期

及び期間とした。 

    6.予測の基本的な手法 

「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（公害研究対策センタ

ー、平成 12年）に基づく大気拡散式（プルーム・パフ式）を用いた数

値計算結果（年平均値）に基づき、建設機械の稼働に伴う二酸化窒素

の濃度（日平均値の年間 98％値）を予測する。 

一般的に窒素酸

化物の予測で用

いられている手

法とした。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地域と

した。 

    8.予測地点 

「図 4.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業実

施区域及びその周囲の 5地点（一般 1～一般 5）とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地点と

した。 

    9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働による窒素酸化物の排出量が最

大となる時期とする。 

建設機械の稼働

による影響を的

確に把握できる

時期とした。 

    10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

窒素酸化物に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減さ

れているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされて

いるかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示

第 38号）と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているか

どうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 
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表 4.2-1(5) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

工事用資材

等の搬出入 

 

1.調査すべき項目 

(1) 気象の状況 

(2) 粉じん等（降下ばいじん）の状況 

(3) 交通量の状況 

(4) 道路構造の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

    2.調査の基本的な手法 

(1) 気象の状況 

【現地調査】 

地上気象（風向・風速）を観測し、調査結果の整理及び解析を行

う。 

(2) 粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

「環境測定分析法註解 第 1巻」（環境庁、昭和 59 年）に定めら

れた方法により、粉じん等（降下ばいじん）を測定し、調査結果の

整理を行う。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「平成 27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

一般交通量調査」（国土交通省、平成 29年）等による情報の収集並

びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。 

(4) 道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確認

及びメジャーによる測定を行う。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。 

粉じん等に係る

環境影響を受け

るおそれのある

地域とした。 

    4.調査地点 

(1) 気象の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す工事関係

車両の主要な走行ルート沿いの 3地点（沿道 a～沿道 c）とする。 

(2) 粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す工事関係

車両の主要な走行ルート沿いの 1地点（沿道 a）とする。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とする。 

【現地調査】 

「(1) 気象の状況」と同じ地点とする。 

(4) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 気象の状況」の同じ地点とする。 

工事関係車両の

主要な走行ルー

トの沿道地点を

対象とした。 
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表 4.2-1(6) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

工事用資材

等の搬出入 

5.調査期間等 

(1) 気象の状況 

【現地調査】 

土木工事を実施しない冬季を除く 3 季について、1 週間の連続調

査を行う。 

(2) 粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

土木工事を実施しない冬季を除く 3 季について、1 か月間の連続

調査を行う。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

平日及び土曜日の昼間（6～22時）に各 1回行う。 

(4) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(3) 交通量の状況」の調査期間中に 1回行う。 

工事関係車両の

走行時における

粉じん等の状況

を把握できる時

期及び期間とし

た。 

    6.予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25年）に基づ

き、降下ばいじん量を定量的に予測する。 

一般的に粉じん

等の予測で用い

られている手法

とした。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道と

する。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

域とした。 

    8.予測地点 

「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の主要な

走行ルート沿いの 3地点（沿道 a～沿道 c）とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

点とした。 

    9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両による土砂粉じんの排出量が最大

となる時期とする。 

工事関係車両の

走行による影響

を的確に把握で

きる時期とした。 

    10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

粉じん等に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減され

ているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされてい

るかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

降下ばいじん量の参考値である 10 t/(km2・月)を目標値として設

定し、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか

を評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 
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表 4.2-1(7) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

建設機械の

稼 働 

1.調査すべき項目 

(1) 気象の状況 

(2) 粉じん等（降下ばいじん）の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

「気象庁 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

地上気象（風向・風速）を観測し、調査結果の整理及び解析を行

う。 

(2) 粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

「環境測定分析法註解 第 1巻」（環境庁、昭和 59 年）に定めら

れた方法により、粉じん等（降下ばいじん）を測定し、調査結果の

整理を行う。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

粉じん等に係る

環境影響を受け

るおそれのある

地域とした。 

    4.調査地点 

(1) 気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域周囲の地域気象観測所等とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す対象事業

実施区域内の 1地点（風況観測塔）とする。 

(2) 粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）」に示す対象事業

実施区域周囲の 1地点（一般）とする。 

対象事業実施区

域周囲の環境を

代表する地点と

した。 
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表 4.2-1(8) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉

じ

ん

等 

建設機械の

稼 働 

5.調査期間等 

(1) 気象の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

1年間とする。 

(2) 粉じん等（降下ばいじん）の状況 

【現地調査】 

土木工事を実施しない冬季を除く 3 季について、1 か月間の連続

調査を行う。 

建設機械の稼働

時における粉じ

ん等の状況を把

握できる時期及

び期間とした。 

    6.予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法 平成 24年度版」（国土交通省国土

技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25年）に従い、

降下ばいじん量を定量的に予測する。 

一般的に粉じん

等の予測で用い

られている手法

とした。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地域と

した。 

    8.予測地点 

「図 4.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業実

施区域及びその周囲の 5地点（一般 1～一般 5）とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地点と

した。 

    9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働による土砂粉じんの排出量が最

大となる時期とする。 

建設機械の稼働

による影響を的

確に把握できる

時期とした。 

    10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

粉じん等に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減され

ているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされてい

るかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

降下ばいじん量の参考値である 10 t/(km2・月)を目標値として設

定し、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうか

を評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 

 

表 4.2-1(9) 大気環境調査地点の設定根拠 

影響要因の区分 調査地点 設定根拠 

工事用資材等の搬

出入 

沿道 a ・工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道 399号）沿いの住宅等のうち、

工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

沿道 b ・工事関係車両の主要な走行ルート（北平 曲山線）沿いの住宅等のうち、工

事関係車両の走行が集中する地点とした。 

沿道 c ・工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道 399号）沿いの住宅等のうち、

工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

建設機械の稼働 一般 ・対象事業実施区域及びその周囲の環境を代表する地点とした。 

・可能な限り開けた場所で設定した。 

風況観測塔 ・対象事業実施区域及びその周囲の環境を代表する地点とした。 
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図 4.2-1(1) 大気環境の調査位置（大気質）
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表 4.2-1(10) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

音 

工事用資材

等の搬出入 

1.調査すべき項目 

(1) 道路交通騒音の状況 

(2) 沿道の状況 

(3) 道路構造の状況 

(4) 交通量の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

 2.調査の基本的な手法 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10年環境庁告示第 64号）

に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）に基づいて

等価騒音レベル（LAeq）を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

現地を踏査し、周囲の建物等の状況を調査する。 

(3) 道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確認

及びメジャーによる測定を行う。 

(4) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「平成 27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス） 

一般交通量調査」（国土交通省、平成 29年）等による情報の収集並

びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。 

騒音に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

    4.調査地点 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す工事関係

車両の主要な走行ルート沿いの 3地点（沿道 1～沿道 3）とする。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(3) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(4) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

工事関係車両の

主要な走行ルー

トの沿道地点を

対象とした。 
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表 4.2-1(11) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

音 

工事用資材

等の搬出入 

5.調査期間等 

(1) 道路交通騒音の状況 

【現地調査】 

平日及び土曜日の昼間（6～22時）に各 1回実施する。 

(2) 沿道の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間中に 1回実施する。 

(3) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間中に 1回実施する。 

(4) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通騒音の状況」の調査期間と同様とする。 

工事関係車両の

走行時における

騒音の状況を把

握できる時期及

び期間とした。 

    6.予測の基本的な手法 

一般社団法人日本音響学会が提案している「道路交通騒音の予測モ

デル（ASJ RTN-Model 2018）」により、等価騒音レベル（LAeq）を予測

する。 

一般的に騒音の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道と

する。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

域とした。 

    8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 道路交通騒音の状況」と同じ、現地調査を実施

する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 3地点（沿道 1～沿道 3）

とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

点とした。 

    9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の小型車換算交通量※の合計が最

大となる時期とする。 

工事関係車両の

走行による影響

を的確に把握で

きる時期とした。 

    10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

道路交通騒音に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減

されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされ

ているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10年環境庁告示第 64号）

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを

評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 

 

  

                              
※ 小型車換算交通量とは、大型車 1台の騒音パワーレベルが小型車 4.47台（非定常走行区間）あるいは 5.50台（定常

走行区間）に相当する（ASJ RTN-Model 2018:日本音響学会 参照）ことから、大型車 1台を小型車 4.47台あるいは

5.50台として換算した交通量である。 
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表 4.2-1(12) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

音 

建設機械の

稼 働 

1.調査すべき項目 

(1) 環境騒音の状況 

(2) 地表面の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

   2.調査の基本的な手法 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10年環境庁告示第 64号）

に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）及び「騒音

に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27年）に基づい

て等価騒音レベル（LAeq）を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。

測定地点の至近で発生する自動車のアイドリング音及び人の話し声

等の一過性の音については、測定データから除外する。なお、騒音

レベルの測定と同時に録音も行い、環境中に存在する音の状況を把

握する。測定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンには

防風スクリーンを装着する。 

また、参考として気象の状況（地上高 1.2mの温度、湿度、風向及

び風速）についても調査する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査する。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

騒音に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

    4.調査地点 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業

実施区域及びその周囲の 5地点（一般 1～一般 5）とする。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

対象事業実施区

域周囲における

住宅等を対象と

した。 



36 

表 4.2-1(13) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

音 

建設機械の

稼 働 

5.調査期間等 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

平日の昼間（6～22時）に 1回実施する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の調査期間中に 1回実施する。 

建設機械の稼働

時における騒音

の状況を把握で

きる時期及び期

間とした。 

   6.予測の基本的な手法 

一般社団法人日本音響学会が提案している「建設工事騒音の予測モ

デル（ASJ CN-Model 2007）」により、等価騒音レベル（LAeq）を予測

する。 

一般的に騒音の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地域と

した。 

    8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 環境騒音の状況」と同じ、現地調査を実施する

対象事業実施区域及びその周囲の 5地点（一般 1～一般 5）とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地点と

した。 

    9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最

大となる時期とする。 

建設機械の稼働

による影響を的

確に把握できる

時期とした。 

    10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

建設機械の稼働による騒音に関する影響が実行可能な範囲内で

回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10年環境庁告示第 64号）

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを

評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 

 

  



37 

表 4.2-1(14) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

音 

施設の稼働 1.調査すべき項目 

(1) 環境騒音の状況 

(2) 地表面の状況 

(3) 風況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10年環境庁告示第 64号）

に定められた環境騒音の表示・測定方法（JIS Z 8731）、「騒音に

係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27年）及び「風力

発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成 29年）

に基づいて昼間及び夜間の等価騒音レベル（LAeq）及び時間率騒音レ

ベル（LA90）を測定し、調査結果の整理及び解析を行う。測定地点の

至近で発生する自動車のアイドリング音及び人の話し声等の一過性

の音については、測定データから除外する。なお、騒音レベルの測

定と同時に録音も行い、環境中に存在する音の状況を把握する。測

定時の風雑音の影響を抑制するため、マイクロホンには防風スクリ

ーンを装着する。 

また、参考として気象の状況（地上高 1.2mの温度、湿度、風向及

び風速）についても調査する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査する。 

(3) 風況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域内に設置した風況観測塔のデータから、「(1) 

環境騒音の状況」の調査期間における風況を整理する。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

騒音に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

    4.調査地点 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業

実施区域及びその周囲の 5地点（一般 1～一般 5）とする。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 騒音の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(3) 風況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲の 1地点程度とする。 

対象事業実施区

域周囲における

住宅等を対象と

した。 
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表 4.2-1(15) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

騒 

音 

施設の稼働 5.調査期間等 

(1) 環境騒音の状況 

【現地調査】 

2季について、各 72時間連続測定を実施する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の調査期間中に 1回実施する。 

(3) 風況 

【文献その他の資料調査】 

「(1) 環境騒音の状況」の現地調査と同じ期間の情報を収集す

る。 

騒音の状況を把

握できる時期及

び期間とした。 

    6.予測の基本的な手法 

音源の形状及び騒音レベル等を設定し、音の伝搬理論式により騒音

レベルを予測する。 

なお、空気減衰としては、JIS Z 8738「屋外の音の伝搬における空

気吸収の計算」（ISO 9613-1）に基づき、対象事業実施区域及びその

周囲の平均的な気象条件時に加え、空気吸収による減衰が最小となる

ような気象条件時を選定する。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計画

が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施する。 

一般的に騒音の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

累積的な影響の

予測については、

他事業の計画の

熟度及び公開さ

れる情報を踏ま

えて実施の有無

を判断する。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地域とした。 

8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 環境騒音の状況」と同じ、現地調査を実施する

対象事業実施区域及びその周囲の 5地点（一般 1～一般 5）とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地点とした。 

9.予測対象時期等 

発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とす

る。 

施設の稼働によ

る影響を的確に

把握できる時期

とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働による騒音に関する影響が実行可能な範囲内で回避

又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正

になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」（環境省、平成

29年）について、調査及び予測の結果との間に整合性が図られてい

るかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 
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表 4.2-1(16) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

低

周

波

音

（

超

低

周

波

音

を

含

む

。
） 

施設の稼働 1.調査すべき項目 

(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況 

(2) 地表面の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況 

【現地調査】 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成 12年）

に定められた方法により G 特性音圧レベル及び 1/3 オクターブバン

ド音圧レベルを測定し、調査結果の整理を行う。測定時の風雑音の

影響を抑制するため、マイクロホンは地表面付近に設置するととも

に、防風スクリーンを装着する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

地表面（裸地・草地・舗装面等）の状況を目視等により調査する。 

一般的な手法と

した。 

   3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

低周波音（超低周

波音を含む。）に

係る環境影響を

受けるおそれの

ある地域とした。 

    4.調査地点 

(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す対象事業

実施区域及びその周囲の 5地点（一般 1～一般 5）とする。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況」の現地調査と同

じ地点とする。 

対象事業実施区

域周囲における

住宅等を対象と

した。 

    5.調査期間等 

(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況 

【現地調査】 

2季について、各 72時間連続測定を実施する。 

(2) 地表面の状況 

【現地調査】 

「(1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況」の調査期間中に

1回実施する。 

低周波音（超低周

波音を含む。）の

状況を把握でき

る時期及び期間

とした。 

    6.予測の基本的な手法 

音源の形状及びパワーレベル等を設定し、音の伝搬理論式により G

特性音圧レベル及び 1/3オクターブバンド音圧レベルを予測する。 

なお、回折減衰、空気吸収による減衰は考慮しないものとする。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計画

が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施する。 

一般的に低周波

音（超低周波音を

含む。）の予測で

用いられている

手法とした。 

累積的な影響の

予測については、

他事業の計画の

熟度及び公開さ

れる情報を踏ま

えて実施の有無

を判断する。 
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表 4.2-1(17) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音 

低

周

波

音

（

超

低

周

波

音

を

含

む

。
） 

施設の稼働 7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地域とした。 

 8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 低周波音（超低周波音を含む。）の状況」と同

じ、現地調査を実施する対象事業実施区域及びその周囲の 5 地点（一

般 1～一般 5）とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地点とした。 

 9.予測対象時期等 

発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とする。 

施設の稼働によ

る影響を的確に

把握できる時期

とした。 

 10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

施設の稼働による低周波音（超低周波音を含む。）に関する影響

が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の

保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

①「超低周波音を感じる最小音圧レベル」との比較 
超低周波音の心理的・生理的影響の評価レベル（ISO-7196）

と、調査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどう

かを評価する。 

②「建具のがたつきが始まるレベル」との比較 
「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁、平成

12年）に記載される「建具のがたつきが始まるレベル」と、調

査及び予測の結果との間に整合性が図られているかどうかを

評価する。 

③「圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」との比較 
文部省科学研究費「環境科学」特別研究：超低周波音の生理・

心理的影響と評価に関する研究班『昭和 55年度報告書 1 低周

波音に対する感覚と評価に関する基礎研究』に記載される「圧

迫感・振動感を感じる音圧レベル」と、調査及び予測の結果と

の間に整合性が図られているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 
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表 4.2-1(18) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

振 

動 

振 

動 

工事用資材

等の搬出入 

1.調査すべき項目 

(1) 道路交通振動の状況 

(2) 道路構造の状況 

(3) 交通量の状況 

(4) 地盤の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

    2.調査の基本的な手法 

(1) 道路交通振動の状況 

【現地調査】 

「振動規制法」（昭和 51年法律第 64号）に定められた振動レベ

ル測定方法（JIS Z 8735）に基づいて時間率振動レベル（L10）を測

定し、調査結果の整理及び解析を行う。 

(2) 道路構造の状況 

【現地調査】 

調査地点の道路構造、車線数及び幅員について、目視による確認

及びメジャーによる測定を行う。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「平成 27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）

一般交通量調査」（国土交通省、平成 29年）等による情報を収集し、

当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

調査地点の方向別及び車種別交通量を調査する。 

(4) 地盤の状況 

【現地調査】 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（国土交通省

国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25年）に

基づき、地盤卓越振動数を測定する。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。 

振動に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

    4.調査地点 

(1) 道路交通振動の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音等）」に示す工事関係

車両の主要な走行ルート沿いの 3地点（沿道 1～沿道 3）とする。 

(2) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道

とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(4) 地盤の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

工事関係車両の

主要な走行ルー

トの沿道地点を

対象とした。 
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表 4.2-1(19) 調査、予測及び評価の手法（大気環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

大

気

環

境 

振 

動 

振 

動 

工事用資材

等の搬出入 

5.調査期間等 

(1) 道路交通振動の状況 

【現地調査】 

平日及び土曜日の 6～22時に各 1回実施する。 

(2) 道路構造の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間中に 1回実施する。 

(3) 交通量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間と同様とする。 

(4) 地盤の状況 

【現地調査】 

「(1) 道路交通振動の状況」の調査期間中に 1回実施する。 

工事関係車両の

走行時における

振動の状況を把

握できる時期及

び期間とした。 

    6.予測の基本的な手法 

「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（国土交通省国

土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、平成 25年）に基づ

き、時間率振動レベル（L10）を予測する。 

一般的に振動の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道と

する。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

域とした。 

    8.予測地点 

「4.調査地点 (1) 道路交通振動の状況」と同じ、現地調査を実施

する工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 3地点（沿道 1～沿道 3）

とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

点とした。 

    9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の等価交通量※の合計が最大とな

る時期とする。 

工事関係車両の

走行による影響

を的確に把握で

きる時期とした。 

    10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

道路交通振動に関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減

されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされ

ているかどうかを評価する。 

(2) 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 

「振動規制法施行規則」（昭和 51年総理府令第 58号）に基づく

道路交通振動の要請限度と、調査及び予測の結果との間に整合性

が図られているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」及び「国又は

地方公共団体に

よる基準又は目

標との整合性の

検討」とした。 

 

  

                              
※ 等価交通量とは、小型車両に比べて大型車両の方が振動の影響が大きいことを踏まえ、「旧建設省土木研究所の提案

式」を参考に、「大型車 1台＝小型車 13台」の関係式で小型車相当に換算した交通量である。 
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表 4.2-1(20) 騒音及び超低周波音、振動調査地点の設定根拠 

影響要因の区分 調査地点 設定根拠 

工事用資材等の搬

出入 

沿道 1 工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道 399号）沿いの住宅等のうち、

工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

沿道 2 工事関係車両の主要な走行ルート（北平 曲山線）沿いの住宅等のうち、工事

関係車両の走行が集中する地点とした。 

沿道 3 工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道 399号）沿いの住宅等のうち、

工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

建設機械の稼働 

施設の稼働 

一般 1 ・北側の風力発電機に近接する集落を代表する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

一般 2 ・西側の風力発電機に近接する集落を代表する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

一般 3 ・東側の風力発電機に近接する集落を代表する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

一般 4 ・南側の風力発電機に近接する集落を代表する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

一般 5 ・南側の風力発電機に近接する集落を代表する地点とした。 

・風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を考慮した。※ 

・周囲に住宅等が存在する。 

 

                              
※ 風力発電機と受音点との間に遮蔽物（地形）がない条件下では音の回折による減衰量が少なく、音が伝わりやすい条

件となる。この条件に該当する地点を選定するため、風力発電機が視認される可能性のある範囲（可視領域）を確認

した。なお、可視領域のシミュレーションでは標高（地形）のみを考慮しており、木々や人工構造物による遮蔽を考

慮していない。 
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図 4.2-1(2) 大気環境の調査位置（騒音等）
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表 4.2-1(21) 調査、予測及び評価の手法（水環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

水

環

境 

水 

質 

水

の

濁

り 

造成等の施

工による一

時的な影響 

1.調査すべき項目 

(1) 浮遊物質量の状況 

(2) 流れの状況 

(3) 土質の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整理

を行う。 

【現地調査】 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年環境庁告示第 59

号）に定められた方法に基づいて浮遊物質量を測定し、調査結果の

整理を行う。 

(2) 流れの状況 

【現地調査】 

JIS K 0094に定められた方法に基づいて流量を測定し、調査結果

の整理を行う。 

(3) 土質の状況 

【現地調査】 

対象事業実施区域内で採取した土壌を用いて土壌の沈降試験（試

料の調整は JIS A 1201に準拠し、沈降実験は JIS M 0201 に準拠す

る。）を行い、調査結果の整理及び解析を行う。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の河川等とする。 

水の濁りに係る

環境影響を受け

るおそれのある

地域とした。 

    4.調査地点 

(1) 浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河川等

とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-2(1) 水環境の調査位置（浮遊物質量及び流れの状況）」

に示す対象事業実施区域及びその周囲の 8地点（水質 1～水質 8）と

する。 

(2) 流れの状況 

【現地調査】 

「(1) 浮遊物質量の状況」の現地調査と同じ地点とする。 

(3) 土質の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-2(2) 水環境の調査位置（土質）」に示す対象事業実施

区域内の 6地点（土質 1～土質 6）とする。 

調査地域を代表

する地点とした。 
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表 4.2-1(22) 調査、予測及び評価の手法（水環境） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

水

環

境 

水 

質 

水

の

濁

り 

造成等の施

工による一

時的な影響 

5.調査期間等 

(1) 浮遊物質量の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料による情報の収集並びに当該情報の整理

を行う。 

【現地調査】 

土木工事を実施しない冬季を除く 3季について、各 1回（平水時）

行う。また、降雨時に 1回行う。 

(2) 流れの状況 

【現地調査】 

「(1) 浮遊物質量の状況」の現地調査と同日に行う。 

(3) 土質の状況 

【現地調査】 

土壌の採取は 1回行う。 

造成等の施工時

における水の濁

りの状況を把握

できる時期及び

期間とした。 

    6.予測の基本的な手法 

「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（建設省都市局都市計

画課、平成 11年）に基づき、水面積負荷より沈砂池の排水口における

排水量及び浮遊物質量を予測する。次に、沈砂池の排水に関して、土

壌浸透に必要な距離を、Trimble＆Sartz（1957）が提唱した｢重要水源

地における林道と水流の間の距離」を基に定性的に予測し、沈砂池か

らの排水が河川へ流入するか否かを推定する。 

沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合、対象となる河

川について「5.調査期間等」に示す調査を実施し、その結果を踏まえ

て完全混合モデルにより浮遊物質量を予測※する。 

一般的に水の濁

りの予測で用い

られている手法

とした。 

    7.予測地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響が想定される

地域とした。 

    8.予測地点 

対象事業実施区域内において設置する沈砂池の排水口を集水域に

含む河川とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響が想定される

地点とした。 

    9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、造成裸地面積が最大となる時期とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響を的確に把握

できる時期とし

た。 

    10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

水の濁りに関する影響が実行可能な範囲内で回避又は低減され

ているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になされてい

るかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 

 

  

                              
※ 沈砂池からの排水が河川に流入すると推定した場合における浮遊物質量の予測条件の設定方針は、以下のとおりであ

る。 

・降雨量：対象事業実施区域及びその周囲における、地域気象観測所の雨量観測値に基づく統計値（10年確率降雨）を

使用する。 

・沈砂池へ流入する濁水の初期浮遊物質量：「新訂版 ダム建設工事における濁水処理」（財団法人日本ダム協会、平

成 12 年）に記載される開発区域における初期浮遊物質量（1,000～

3,000mg/L）を参考に、平均値である 2,000mg/L とする。 

・流出係数：「林地開発許可申請の手引き」（福島県）より 1.0（開発区域（裸地、浸透能小））とする。 

1.0は降雨が浸透せず、全量が地表面を流下する条件である。 
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表 4.2-1(23) 水質調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

浮遊物質量

及び流れの

状況 

水質 1 

・対象事業実施区域内において、風力発電機の設置予定位置の流域河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 2 

・対象事業実施区域の北側において、風力発電機の設置予定位置の流域河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 3 

・対象事業実施区域の北東側において、風力発電機の設置予定位置の流域河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 4 

・対象事業実施区域の南西側において、風力発電機の設置予定位置の流域河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 5 

・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置の流域河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 6 

・対象事業実施区域の東側において、風力発電機の設置予定位置の流域河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 7 

・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置の流域河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 8 

・対象事業実施区域の南東側において、風力発電機の設置予定位置の流域河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

土質の状況 
土質 1 

対象事業実施区域内に多く分布する表層地質のうち、花崗岩質岩石が分布する代表地点と

した。 

土質 2 
対象事業実施区域内に多く分布する表層地質のうち、花崗岩質岩石が分布する代表地点と

した。 

土質 3 
対象事業実施区域内に多く分布する表層地質のうち、玄武岩質安山岩が分布する代表地点

とした。 

土質 4 
対象事業実施区域内に多く分布する表層地質のうち、玄武岩質安山岩が分布する代表地点

とした。 

土質 5 
対象事業実施区域内に多く分布する表層地質のうち、玄武岩質安山岩が分布する代表地点

とした。 

土質 6 
対象事業実施区域内に多く分布する表層地質のうち、玄武岩質安山岩が分布する代表地点

とした。 
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図 4.2-2(1) 水環境の調査位置（浮遊物質量及び流れの状況）  
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図 4.2-2(2) 水環境の調査位置（土質）  

注：凡例は対象事業実施区域内に存在するものを抜粋して記載した。 
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表 4.2-1(24) 調査、予測及び評価の手法（その他の環境 風車の影） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 
そ

の

他

の

環

境 

そ

の

他 

風

車

の
影 

施設の稼働 1.調査すべき情報 

(1) 土地利用の状況 

(2) 地形の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

【文献その他の資料調査】 

地形図、住宅地図等により情報を収集し、当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

現地を踏査し、土地利用や地形、建物の配置や植栽等の状況を把

握する。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

風車の影に係る

環境影響を受け

るおそれのある

地域とした。 

    4.調査地点 

調査地域内の風力発電機の配置に近い住宅等とする。 

対象事業実施区

域周囲における

住宅等を対象と

した。 

    5.調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

年 1回の調査とし、土地利用の状況及び地形の状況が適切に把握

できる時期とする。 

風力発電機の稼

働による風車の

影の状況を把握

できる時期とし

た。 

    6.予測の基本的な手法 

太陽の高度・方位及び風力発電機の高さ等を考慮し、ブレードの回

転によるシャドーフリッカーの影響時間（等時間日影図）を、シミュ

レーションにより定量的に予測する。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計画

が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施する。 

一般的に風車の

影の予測で用い

られている手法

とした。 

累積的な影響の

予測については、

他事業の計画の

熟度及び公開さ

れる情報を踏ま

えて実施の有無

を判断する。 

    7.予測地域 

図 4.2-3に示す各風力発電機から 2kmの範囲※とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地域とした。 

    8.予測地点 

予測地域内の住宅等とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地点とした。 

    9.予測対象時期等 

すべての風力発電機が定格出力で運転している時期とする。 

なお、予測は、年間、冬至、夏至及び春分・秋分とする。 

施設の稼働によ

る影響を的確に

把握できる時期

とした。 

 

  

                              
※ 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25年）における、海外のアセ

ス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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表 4.2-1(25) 調査、予測及び評価の手法（その他の環境 風車の影） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 
そ

の

他

の

環

境 

そ

の

他 

風

車

の
影 

施設の稼働 10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行う場合には

その結果を踏まえ、対象事業の実施に係る風車の影に関する影響が、

実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保

全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

※国内には風車の影に関する目標値や指針値等がないことから、

ドイツにおける指針値（実際の気象条件等を考慮しない場合、

年間 30時間かつ 1日最大 30分を超えない）を参考に、環境影

響を回避又は低減するための環境保全措置の検討がなされて

いるかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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図 4.2-3 風車の影の調査範囲  



53 

表 4.2-1(26) 調査、予測及び評価の手法（その他の環境 電波障害） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 
そ

の

他

の

環

境 

そ

の

他 

電

波

障

害 

施設の稼働 1.調査すべき情報 

(1) 重要無線の状況 

(2) テレビジョン電波の受信状況 
 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 重要無線の状況 

【文献その他の資料調査】 

総務省総合通信局に確認を行う。 

(2) テレビジョン電波の受信状況 

【現地調査】 

電波受信状況測定車を用い、チャンネルごとにテレビジョン画像

（地上デジタル放送を対象）を受信し画像評価を行うとともに、受

信アンテナ端子電圧（75Ω終端先頭値、映像周波数レベル）の測定

を行う。 

一般的な手法と

した。 

    3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

電波障害を受け

るおそれのある

地域とした。 

    4.調査地点 

(1) 重要無線の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

(2) テレビジョン電波の受信状況 

【現地調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

対象事業実施区

域周囲における

住宅等を対象と

した。 

    5.調査期間等 

(1) 重要無線の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料を用いて実施する。 

(2) テレビジョン電波の受信状況 

【現地調査】 

1回実施する。 

風力発電機の稼

働による電波障

害の状況を把握

できる時期とし

た。 

    6.予測の基本的な手法 

電波（地上デジタル放送を対象）の受信状況の調査結果及び一般戸

別受信者の受信局電波到来方向に基づき、定性的な予測手法を用いて、

電波障害の発生が予測される地域及びその程度を予測する。 

一般的に電波障

害の予測で用い

られている手法

とした。 

    7.予測地域 

「3.調査地域」のうち、電波障害の発生が予測される地域とする。 

施設の稼働によ

る影響が想定さ

れる地域とした。 

    8.予測対象時期等 

すべての風力発電機が定格出力で運転している時期とする。 

施設の稼働によ

る影響を的確に

把握できる時期

とした。 

    9.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、対

象事業の実施に係る電波障害が、実行可能な範囲内でできる限り回

避又は低減されており、必要に応じてその他の方法により環境の保

全についての配慮が適正になされているかどうかについて評価す

る。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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表 4.2-1(27) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

物 

重

要

な

種

及

び

注

目

す

べ

き

生

息

地

（

海

域

に

生

息

す

る

も

の

を

除

く

。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

1.調査すべき情報 

(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関

する動物相の状況 

(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の

状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関

する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

「生物多様性システム－基礎調査データベース－（第 5回動物分

布調査）」（環境省 HP、閲覧：令和元年 11月）等による情報の収集

並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理を行う。 

①哺乳類 
フィールドサイン調査 

捕獲調査（シャーマントラップ）及び自動撮影調査 

コウモリ類生息状況調査 

（捕獲調査、夜間踏査、音声モニタリング調査） 

※コウモリ類については、ねぐらとして利用される可能性のあ

る洞窟等の位置の情報収集に努め、発見された場合は利用状

況の季節変動を把握する。 

巣箱調査 

②鳥 類 
a.鳥類 

任意観察調査、テリトリーマッピング法による調査 

b.希少猛禽類 

定点観察法による調査 

c.渡り鳥 

定点観察法による調査 

③爬虫類 
直接観察調査 

④両生類 
直接観察調査 

⑤昆虫類 
一般採集調査、ベイトトラップ法による調査、ライトトラッ

プ法による調査 

⑥魚 類 
捕獲調査 

⑦底生動物 
定性採集調査 

(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の

状況 

【文献その他の資料調査】 

「レッドデータブックふくしまⅡ－福島県の絶滅のおそれのあ

る野生生物－（淡水魚類/両生・爬虫類/哺乳類）」（福島県生活環

境部環境政策室、平成 15年）等による情報収集並びに該当資料の整

理を行う。 

【現地調査】 

「(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動

物に関する動物相の状況」の現地調査において確認した種から、重

要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境の状

況の整理を行う。 

一般的な手法と

した。 
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表 4.2-1(28) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

物 

重

要

な

種

及

び

注

目

す

べ

き

生

息

地

（

海

域

に

生

息

す

る

も

の

を

除

く

。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 
※現地調査の動物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年
度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、
平成 25年）では対象事業実施区域から 250m程度、「面整備事業環境影響
評価技術マニュアルⅡ」（建設省都市局都市計画課、平成 11年）では同区
域から 200m 程度が目安とされており、これらを包含する 300m 程度の範
囲とした。猛禽類については、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（環境省、
平成 24年）にて、クマタカの非営巣期高利用域の半径 1.5km程度、オオ
タカの 1.0～1.5kmを包含する 1.5km程度の範囲とした。また、魚類につ
いては、対象事業実施区域及びその周囲の河川や池とした。 

動物に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

4.調査地点 

(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関

する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-4(1)～(8) 動物の調査位置」に示す対象事業実施区域

及びその周囲とする。 

(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境

の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動

物に関する動物相の状況」の現地調査の調査地点に準じる。希少猛

禽類及び渡り鳥については、対象事業実施区域の上空を含めて広範

囲に飛翔する可能性があることから、同区域から約 1.5km 程度の範

囲内とする。 

対象事業実施区

域及びその周囲

とした。 

 

  5.調査期間等 

(1) 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動物に関

する動物相の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

①哺乳類 

フィールドサイン調査：春、夏、秋、冬の 4季に実施する。 

捕獲調査（シャーマントラップ）及び自動撮影調査：春、夏、

秋の 3季に実施する。 

コウモリ類捕獲調査：7月～9月の間で 3回実施する。 

コウモリ類夜間踏査調査：春、夏、秋の 3季に実施する。 

コウモリ類音声モニタリング調査：春～秋で実施する。 
（4～11月連続測定） 

巣箱調査：春～秋で実施する。 
②鳥 類 
a.鳥類 

任意観察調査：春、夏、秋、冬の 4季に実施する。 

テリトリーマッピング法による調査：繁殖期に実施する。 

b.希少猛禽類 

繁殖期と非繁殖期に実施する。各月 1回 3日間程度の調査を

基本とする。 

c.渡り鳥 

春（3～5月）及び秋（9～11月）の各月 3日間実施する。 

秋については各月複数回（上旬、中旬、下旬）実施する。 

③爬虫類 
春、夏、秋の 3季に実施する。 

④両生類 
春、夏、秋の 3季に実施する。 

動物の生息特性

に応じて適切な

時期及び期間と

した。 
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表 4.2-1(29) 調査、予測及び評価の手法（動物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

動 

物 

重

要

な

種

及

び

注

目

す

べ

き

生

息

地

（

海

域

に

生

息

す

る

も

の

を

除

く

。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

⑤昆虫類 

一般採集調査：春、夏、秋の 3季に実施する。 

ベイトトラップ法による調査：春、夏、秋の 3季に実施する。 

ライトトラップ法による調査：夏の 1季に実施する。 

⑥魚 類 
早春、夏の 2季に実施する。 

⑦底生動物 
早春、夏の 2季に実施する。 

※調査月については、春（3～5月）、夏（6～8月）、秋（9～11月）、

冬（12～2月）とする。 

(2) 重要な種及び注目すべき生息地の分布、生息の状況及び生息環境

の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「（1）哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び底生動

物に関する動物相の状況」の現地調査の調査期間に準じる。 

動物の生息特性に

応じて適切な時期

及び期間とした。 

6.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づ

き、分布又は生息環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及び注

目すべき生息地への影響を予測する。特に、鳥類の衝突の可能性に関

しては、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」

（環境省、平成 23年、平成 27 年修正版）等に基づき、定量的に予測

する。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計画

が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施する。 

現地調査結果から影響予測までの流れについては、影響予測及び評

価フロー図（図 4.2-5(1)～(4)）のとおりである。 

一般的に動物の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

累積的な影響の

予測については、

他事業の計画の

熟度及び公開さ

れる情報を踏ま

えて実施の有無

を判断する。 

7.予測地域 

「3.調査地域」のうち、重要な種が生息する地域及び注目すべき生

息地が分布する地域とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響、又は地形改変

及び施設の存在

並びに施設の稼

働による影響が

想定される地域

とした。 

8.予測対象時期等 

(1) 造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による動物の生息環境への影響が最大となる時期

とする。 

(2) 地形改変及び施設の存在、施設の稼働 

発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とす

る。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響、又は地形改変

及び施設の存在

並びに施設の稼

働による影響を

的確に把握でき

る時期とした。 

9.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

重要な種及び注目すべき生息地に関する影響が実行可能な範囲

内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配

慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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表 4.2-1(30-1) 調査手法及び内容（動物） 

項目 調査手法 内容 

哺乳類 フィールドサイン
調査 

調査範囲を踏査し、生息個体の足跡、糞、食痕等の痕跡（フィールドサイン）
を確認し、その位置を記録する。また、直接観察及び生活痕跡、死体等の確
認から出現種を記録する。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合
は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。また、調査の際には樹
洞性動物に留意するため、樹洞の確認に努める。 

捕獲調査 各調査地点にシャーマントラップを 20個、約 10mおきに設置し、フィールド
サイン調査では確認し難いネズミ類等の小型哺乳類を捕獲する。捕獲した種
については、種名、性別、体長、個体数等を記録する。 

自動撮影調査 調査範囲に出現する哺乳類がけもの道として利用しそうな林道や作業道に無
人センサーカメラを設置し、けもの道を利用する動物を確認する。また、利
用の可能性のある樹洞を確認した際には可能な範囲でカメラを設置し、樹洞
の利用状況の確認に努める。 

コウモリ
類生息状
況調査 

捕獲調査 捕獲調査（ハープトラップ及びかすみ網を使用する予定）により、種名、性
別、体長、個体数等を記録する。 

夜間踏査
調査 

音声解析可能なバットディテクターを使用し、調査範囲内におけるコウモリ
類の生息状況の確認、高光度の LED ライトで上空を照らし、コウモリ類の飛
翔状況を確認する。 

音声モニ
タリング
調査 

コウモリ類のエコロケーションパルスを可視化できるバットディテクター
（Song Meter SM4BAT FS、Wildlife Acoustics社製 等）及び適宜エクステ
ンションケーブルと外付けマイクを用いて、高高度の録音調査を 3 地点（風
況観測塔 1 点、樹高棒 2 点）で実施する。風況観測塔の約 25m と約 50m の高
度にマイクを取り付ける。前者はマイクを下向きに設置し、後者は上方向に
向くように取り付ける。 

巣箱調査 夜行性の樹上性齧歯類（ヤマネ･ニホンモモンガ）を対象とし、1地点あたり
10個の巣箱を計 5地点設置する。各巣箱方向へセンサー付き無人カメラを設
置し撮影することで、利用種、生息状況を把握する。捕獲は行わず、個体に
は触れないこととし、冬眠中の個体を確認した場合は、記録のみにとどめ、
冬眠明けに回収することとする。 

鳥類 任意観察調査 調査範囲を踏査し、出現した種を記録する。適宜周辺環境に応じて任意踏査
を実施する。夜間にはフクロウ類等の夜行性鳥類を対象とした調査も実施す
る。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合は、その個体数、確認
位置、生息環境等を記録する。 

テリトリーマッピ
ング法による調査 

調査範囲内（1地点あたり半径約 200mの範囲内）を複数回踏査し、囀り等の
繁殖に係る行動が確認された位置を記録して、繁殖している鳥類の縄張りを
地図化する。なお、調査地点については将来的に事後比較可能となるよう、
風力発電機設置予定位置を中心とした地点及び、風力発電機からやや離れた
地点になるよう設定する。 

猛禽類 定点観察法 定点の周囲を飛翔する希少猛禽類の状況、飛翔高度等を記録する。 
調査地点は猛禽類を効率よく発見・観察できるよう、視野の広い地点や対象
事業実施区域周辺の観察に適した地点を選択して配置し、確認状況や天気に
応じて地点の移動や新規追加、別途移動調査等を実施する。調査中に猛禽類
の警戒声等が確認された場合には、速やかに地点を移動するなど生息・繁殖
を妨げることがないよう十分注意する。 
調査対象の確認時には観察時刻、飛翔経路、飛翔高度、個体の特徴、重要な
指標行動等（ディスプレイ、繁殖行動、防衛行動、捕食・探餌行動、幼鳥の
確認、止まり等）を記録する。また、繁殖兆候が確認された箇所については、
繁殖行動に影響を与えない時期に踏査を実施し、営巣地の有無を把握する。 

渡り鳥 定点観察法 日の出前後及び日没前後を中心とした時間帯に、調査定点付近を通過する猛
禽類、水禽類、小鳥類等の渡り鳥の飛翔ルート、飛翔高度等を記録する。 

コドラート調査 東西に 500m、南北に 100m の範囲を設定し、その範囲を通過する鳥類の通過
状況を確認する。可能な限り種名、飛翔高度、個体数を記録する。 

爬虫類・
両生類 

直接観察調査 調査範囲を踏査し、爬虫類及び両生類の直接観察、抜け殻、死骸等の確認に
より、出現種を記録する。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合
は、その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。なお、両生類に関する
調査では、繁殖に適した場所を任意で探索し、位置、確認種等を記録する。 
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表 4.2-1(30-2) 調査手法及び内容（動物） 

項目 調査手法 内容 

昆虫類 一般採集調査 調査範囲を踏査し、直接観察法、スウィーピング法、ビーティング法等の方
法により採集を行う。重要な種及び注目すべき生息地が確認された場合は、
その個体数、確認位置、生息環境等を記録する。採集された昆虫類は基本的
に室内で検鏡・同定する。 

ベイトトラップ法
による調査 

調査地点において、誘引物をプラスチックコップ等に入れ、口が地表面と同
じになるように埋設し、地表徘徊性の昆虫類を捕獲する。採集された昆虫類
は室内で検鏡・同定する。 

ライトトラップ法
による調査 

調査地点において、ブラックライトを用いた捕虫箱（ボックス法）を設置し、
夜行性の昆虫を誘引し、採集する。捕虫箱は夕方から日没時にかけて設置し、
翌朝回収する。採集された昆虫類は室内で検鏡・同定する。なお、状況に応
じてカーテン法も使用する。 

魚類 捕獲調査 投網、さで網、たも網、定置網等による捕獲調査を実施する。 

底生動物 定性採集調査 石礫の間や下、砂泥、落葉の中、抽水植物群落内等、様々な環境を対象とし、
たも網等を用いて採集を行う。 
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表 4.2-1(31) 哺乳類調査地点概要（小型哺乳類捕獲調査・自動撮影調査） 

調査方法 調査地点 地点概要 

シャーマントラップ、

自動撮影法 

ST01 コナラ群落 対象事業実施区域西側のコナラ群落 

ST02 アカマツ群落 対象事業実施区域西側のアカマツ群落 

ST03 アカマツ群落 対象事業実施区域西側のアカマツ群落 

ST04 アカマツ群落 対象事業実施区域中央のアカマツ群落 

ST05 コナラ群落 対象事業実施区域中央のコナラ群落 

ST06 アカマツ群落 対象事業実施区域中央のアカマツ群落 

ST07 アカマツ群落 対象事業実施区域北東のアカマツ群落 

ST08 放棄畑雑草群落 対象事業実施区域北東の放棄畑雑草群落 

ST09 アカマツ群落 対象事業実施区域北東のアカマツ群落 

ST10 コナラ群落 対象事業実施区域北東のコナラ群落 

ST11 放棄畑雑草群落 対象事業実施区域南東の放棄畑雑草群落 

ST12 アカマツ群落 対象事業実施区域南東のアカマツ群落 

ST13 アカマツ群落 対象事業実施区域南東のアカマツ群落 

注：1.地点概要における群落名は本編図 3.1-32の植生判読素図に該当する。 
2.調査地点は図 4.2-4(1)に示す。 

 

表 4.2-1(32) 哺乳類調査地点概要（コウモリ類生息状況調査） 

調査方法 調査地点 地点概要 

捕獲調査 

HT1 アカマツ群落 対象事業実施区域西側のアカマツ群落 

HT2 アカマツ群落 対象事業実施区域西側のアカマツ群落 

HT3 コナラ群落 対象事業実施区域中央のコナラ群落 

HT4 アカマツ群落 対象事業実施区域北東のアカマツ群落 

HT5 コナラ群落 対象事業実施区域北東のコナラ群落 

HT6 アカマツ群落 対象事業実施区域南東のアカマツ群落 

HT7 アカマツ群落 対象事業実施区域南東のアカマツ群落 

音声モニタリング調査 

MT1 コナラ群落 対象事業実施区域北東のコナラ群落（風況観測塔） 

MT2 アカマツ群落 対象事業実施区域中央のアカマツ群落 

MT3 コナラ群落 対象事業実施区域中央のコナラ群落 

注：1.地点概要における群落名は本編図 3.1-32の植生判読素図に該当する。 
2.調査地点は図 4.2-4(2)に示す。 
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表 4.2-1(33) 鳥類調査地点概要（テリトリーマッピング法） 

調査項目 調査地点 地点概要 

テリトリーマッピ

ング法 

TM01 コナラ群落、スギ植林 
風力発電機より離れた対象事業実施区域西側のコナラ群

落、スギ植林 

TM02 
コナラ群落、アカマツ

群落 

風力発電機よりやや離れた対象事業実施区域西側のコナラ

群落、アカマツ群落 

TM03 
コナラ群落、アカマツ

群落 

対象事業実施区域中央における風力発電機周辺のコナラ群

落、アカマツ群落 

TM04 コナラ群落、スギ植林 
対象事業実施区域中央における風力発電機周辺のコナラ群

落、スギ植林 

TM05 
コナラ群落、アカマツ

群落、スギ植林 

対象事業実施区域中央における風力発電機周辺のコナラ群

落、アカマツ群落、スギ植林 

TM06 
コナラ群落、アカマツ

群落、スギ植林 

対象事業実施区域北東における風力発電機付近のコナラ群

落、アカマツ群落、スギ植林 

TM07 
コナラ群落、アカマツ

群落、スギ植林 

対象事業実施区域北東における風力発電機周辺のコナラ群

落、アカマツ群落、スギ植林 

TM08 
コナラ群落、アカマツ

群落 

対象事業実施区域北東における風力発電機付近のコナラ群

落、アカマツ群落 

TM09 
コナラ群落、アカマツ

群落 
対象事業実施区域北東における風力発電機付近のコナラ群

落、アカマツ群落 

TM10 
コナラ群落、アカマツ

群落、スギ植林 

対象事業実施区域北東における風力発電機付近のコナラ群

落、アカマツ群落、スギ植林 

TM11 
コナラ群落、アカマツ

群落、スギ植林 

対象事業実施区域南東における風力発電機周辺のコナラ群

落、アカマツ群落、スギ植林 

TM12 
コナラ群落、アカマツ

群落、スギ植林 

対象事業実施区域南東における風力発電機付近のコナラ群

落、アカマツ群落、スギ植林 

TM13 
コナラ群落、アカマツ

群落、スギ植林 

対象事業実施区域南東における風力発電機周辺のコナラ群

落、アカマツ群落、スギ植林 
注：1.地点概要における群落名は本編図 3.1-32の植生判読素図に該当する。 

2.調査地点は図 4.2-4(3)に示す。 

 

表 4.2-1(34) 昆虫類調査地点概要（ライトトラップ法・ベイトトラップ法） 

調査方法 

調査地点 地点概要 ベイトト

ラップ法 

ライトト

ラップ法 

〇 〇 K01 コナラ群落 対象事業実施区域西側のコナラ群落 

〇  K02 アカマツ群落 対象事業実施区域西側のアカマツ群落 

〇 〇 K03 アカマツ群落 対象事業実施区域西側のアカマツ群落 

〇 〇 K04 アカマツ群落 対象事業実施区域中央のアカマツ群落 

〇 〇 K05 コナラ群落 対象事業実施区域中央のコナラ群落 

〇  K06 アカマツ群落 対象事業実施区域中央のアカマツ群落 

〇 〇 K07 アカマツ群落 対象事業実施区域北東のアカマツ群落 

〇 〇 K08 放棄畑雑草群落 対象事業実施区域北東の放棄畑雑草群落 

〇 〇 K09 アカマツ群落 対象事業実施区域北東のアカマツ群落 

〇 〇 K10 コナラ群落 対象事業実施区域北東のコナラ群落 

〇  K11 放棄畑雑草群落 対象事業実施区域南東の放棄畑雑草群落 

〇 〇 K12 アカマツ群落 対象事業実施区域南東のアカマツ群落 

〇 〇 K13 アカマツ群落 対象事業実施区域南東のアカマツ群落 

注：1.地点概要における群落名は本編図 3.1-32の植生判読素図に該当する。 
2.調査地点は図 4.2-4(5)に示す。 
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表 4.2-1(35) 魚類及び底生動物調査地点概要 

調査方法 調査地点 詳細位置 

捕獲調査 

W1 浪江町南津島地内の請戸川：阿掛橋より下流 200mの範囲 

W2 浪江町南津島地内の請戸川：五山橋より下流 200mの範囲 

W3 浪江町南津島地内の請戸川：津島橋より下流 200mの範囲 

W4 葛尾村落合地内の野川：落合川合流点より下流 200mの範囲 

W5 葛尾村関下地内の野川：野川橋より上流 800mから上流 1,000ｍの範囲 

W6 葛尾村葛尾地内の葛尾川：葛尾橋より上流 200mの範囲 

W7 葛尾村北平地内の葛尾川：中清水橋より下流 200mの範囲 

W8 葛尾村境沢地内の落合川：落合橋より上流 800mから上流 1,000mの範囲 

W9 葛尾村東平地内のため池 

W10 
浪江町南津島地内の広谷地沢：阿掛沢との合流点より上流 1,500ｍから上流

1,700mの範囲 

W11 
葛尾村東平地内の東平沢：葛尾川との合流点より上流 1,200mから上流 1,400mの

範囲 

注：調査地点は図 4.2-4(6)に示す。 

 

表 4.2-1(36) 鳥類調査地点概要（希少猛禽類の生息状況調査） 

調査方法 調査地点 地点概要 

定点観察法 

st.1 区域北端付近を広範囲に観察する対象事業実施区域の北側の地点 

st.2 区域北端付近を広範囲に観察する対象事業実施区域の北側の地点 

st.3 区域全体を広範囲に観察する対象事業実施区域の西側の地点 

st.4 区域中央付近を観察する対象事業実施区域の中央の地点 

st.5 区域中央付近を広範囲に観察する対象事業実施区域の中央の地点 

st.6 区域東側付近を観察する対象事業実施区域の東側の地点 

st.7 区域南側付近を広範囲に観察する対象事業実施区域の南側の地点 
注：調査地点は図 4.2-4(7)に示す。 

 

表 4.2-1(37) 鳥類調査地点概要（渡り鳥調査） 

調査方法 調査地点 地点概要 

定点観察法 

st.1 
対象事業実施区域上空を通過する個体を北方より観察する対象事業実施区域

の北側の地点 

st.4 
対象事業実施区域上空を通過する個体を西方より観察する対象事業実施区域

の中央の地点 

st.5 
対象事業実施区域上空を通過する個体を観察する対象事業実施区域の中央の

地点 

st.7  
対象事業実施区域上空を通過する個体を南方より観察する対象事業実施区域

の南側の地点 
注：調査地点は図 4.2-4(8)に示す。 
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図 4.2-4(1) 動物の調査位置（哺乳類）  

注：1.踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏ま

え適宜設定する。 

 2.図中の地点名は表 4.2-1(31)に対応する。 
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図 4.2-4(2) 動物の調査位置（コウモリ類）  

注：1.踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏ま

え適宜設定する。 

2.図中の地点名は表 4.2-1(32)に対応する。 
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図 4.2-4(3) 動物の調査位置（鳥類）  

注：1.踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏ま

え適宜設定する。 

2.図中の地点名は表 4.2-1(33)に対応する。 
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図 4.2-4(4) 動物の調査範囲（爬虫類・両生類）  

注：踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適

宜設定する。 
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図 4.2-4(5) 動物の調査位置（昆虫類）  

注：1.踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏ま

え適宜設定する。 

2.図中の地点名は表 4.2-1(34)に対応する。 
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図 4.2-4(6) 動物の調査位置（魚類及び底生動物）  

注：図中の地点名は表 4.2-1(35)に対応する。 
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図 4.2-4(7) 動物の調査位置（希少猛禽類）  

注：1.定点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜修

正する。 

 2.図中の地点名は表 4.2-1(36)に対応する。 
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図 4.2-4(8) 動物の調査位置（渡り鳥）  

注：1.定点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜修

正する。 

 2.図中の地点名は表 4.2-1(37)に対応する。 
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図 4.2-5(1) 動物の影響予測及び評価フロー図（調査・予測・評価の方法）  
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環境要因 
想定される 

対象分類 
基本的な予測方法 予測に加味する事項 環境保全措置の例 

①改変による

生息地の減少 

 

 

哺乳類、鳥類、爬

虫類、両生類、昆

虫類 

生息環境（樹林/草地/水域/

他）と改変区域の重なりを確

認 

（改変区域に生息環境が含

まれる→生息環境減少の可

能性有） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象事業実施区域の改変率

の程度 

（例：1～3％程度→影響小さ

い） 

・周辺の生息地の存在有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

・改変区域の最小

限化 

・重要種生息地か

らの改変区域の隔

離 

・植生の早期回復 

・濁水や土砂の流

出防止 

特に鳥類 ・上記に加え、営巣地、採餌

環境、繁殖場所に留意 

・場合により営巣適地環境

の推定i、採餌環境のポテ

ンシャルマップを作成し

予測iiを行う 

－ 

②移動経路の

遮断・阻害 

 

哺乳類、爬虫類、

両生類 

生息環境（樹林/草地/水域/

他）と改変区域の重なりを確

認 

（改変区域に生息環境が含

まれる→移動経路の遮断・阻

害の可能性有） 

 

・対象事業実施区域の改変率

の程度 

（例：1～3％程度→影響小さ

い） 

・該当種の移動能力 

・迂回可能空間の有無 

・構造物の形状（面的か否か） 

・配電線の地中埋

設 

・工事時期の分割 

・這い出し可能な

側溝等の採用 

鳥類 移動経路（樹林/水域/他）と

改変区域や風力発電機位置

の重なりを確認 

（改変区域に移動経路が含

まれる→移動経路の一部の

阻害可能性有） 

 

 

・改変の程度 

・迂回可能空間の有無 

・設置構造物の形状（面的か否

か） 

・該当種の行動範囲 

・該当種の確認場所、頻度 

・該当種の飛翔特性（繁殖や採

餌のための飛翔） 

・改変区域の最小

限化 

・重要種生息地か

らの改変区域の隔

離 

・風力発電機設置

位置の検討 

渡り鳥 区域内の飛翔の有無、飛翔高

度を確認 

（ブレード回転域で飛翔→

移動経路の遮断・阻害の可能

性有） 

・移動経路の広がり（分散か否

か） 

・迂回可能空間の有無 

・風力発電機設置

位置の検討 

③ブレード等

への接近・接触 

哺乳類 飛翔高度（高空 /樹林内 /

地表）の確認 

（高空を飛翔→ブレードへ

の接近可能性有） 

・該当種の飛翔特性 ・風力発電機のラ

イトアップ禁止 

・風力発電機設置

位置の検討 

鳥類 対象事業実施区域内外での

飛翔の確認 

（区域内で飛翔確認→ブレ

ードへの接触可能性有） 

・飛翔高度（ブレード回転域と

の関係） 

・迂回可能空間の有無 

・飛翔の確認回数 

鳥類（猛禽類、渡

り鳥） 

年間衝突予測数の算出 

（例：0.03個体数/年） 

※環境省モデルiii及び由井

モデルivによる 

該当種の衝突回数に関する既

存知見 

 

図 4.2-5(2) 動物の影響予測及び評価フロー図（予測方法と環境保全措置(1)）  

群落名 改変面積 改変率

○○群落 □ha ○%

○○群集 □ha ○%

○○群落 □ha ○%

○○植林 □ha ○%

○○群落 □ha ○%

○○植林 □ha ○%

草地・耕作地 ○○群落 □ha ○%

樹
林
環
境

区分

落葉広葉
樹林

常緑針葉
樹林

落葉針葉
樹林

■事業実施による植生の改変面積と改変率（例） 
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環境要因 
想定される 

対象分類 
基本的な予測方法 予測に加味する事項 環境保全措置の例 

④騒音による

生息環境の悪

化 

哺乳類、鳥類 生息環境（樹林/草地/渓流/

他）と改変区域の重なりを確

認 

（改変区域内または近傍に

生息環境がある→工事騒音

により逃避の可能性有） 

・工事の実施時間（連続的/一

時的） 

・該当種の騒音反応特性に関

する既往知見（猛禽類の例では

慣れにより影響小さい等） 

・低騒音型の機械

使用 

・工事時期の分割 

⑤騒音による

餌資源の減少 

鳥類 餌資源（昆虫類/鳥類/哺乳類

等）の騒音影響の有無と生息

地を確認 

（改変区域内または近傍に

生息環境がある→工事騒音

により逃避の可能性有） 

・工事の実施時間（連続的/一

時的） 

・餌となる該当種の騒音反応

特性に関する既往知見 

 

・低騒音型の機械

使用 

・工事時期の分割 

⑥工事関係車

両への接触 

哺乳類、爬虫類、

両生類 

生息環境（樹林/草地/他）と

改変区域の重なりを確認 

（生息環境または周辺を工

事関係車両が通行→接触の

可能性有） 

・工事関係車両の稼働時間と

該当種の活動特性（夜行性等） 

 

・工事関係車両の

減速 

 

⑦濁流の流入

による生息環

境の悪化 

両生類、昆虫類、

魚類、底生動物 

繁殖環境（河川等）の標高を

確認 

（改変区域より低い→環境

悪化の可能性有） 

－ ・土堤等設置によ

る濁水流入防止 

 

図 4.2-5(3) 動物の影響予測及び評価フロー図（予測方法と環境保全措置(2)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 既往文献の営巣情報から環境要素（標高、傾斜角、植生高等）を選定し、環境要素を点数化し、営巣適地環境のポテ

ンシャルを評価する。 
ii 現地調査により確認された採餌行動の確認位置と環境要素（樹林面積、標高、植生高等）との関係から、MaxEnt モ

デル（Phillips et al. 2004）を用いて、採餌環境としての好適性を推定する。 
iii「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23年、平成 27年修正版）に基づくモデ

ル 
iv「球体モデルによる風車への鳥類衝突数の推定法」（由井・島田、平成 25年）に基づくモデル 
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図 4.2-5(4) 動物の影響予測及び評価フロー図（年間予測衝突数の算出例）  
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表 4.2-1(38) 調査、予測及び評価の手法（植物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

植 

物 

重

要

な

種

及

び

重

要

な

群

落

（

海

域

に

生

育

す

る

も

の

を

除

く

。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

1.調査すべき情報 

(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

「第 5回自然環境保全基礎調査－植生調査－」（環境庁、平成 11

年）等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行

う。 

①植物相 
目視観察調査 

②植生 
ブラウン－ブランケの植物社会学的植生調査法、現存植生図

の作成 

(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれのあ

る野生生物－（植物・昆虫類・鳥類）」（福島県生活環境部環境政

策室、平成 14年）等による情報収集並びに該当資料の整理を行う。 

【現地調査】 

「(1) 維管束植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状

況」の現地調査において確認された種及び群落から、重要な種及び

重要な群落の分布について、整理及び解析を行う。 

一般的な手法と

した。 

 

   3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 
※現地調査の植物の調査範囲は「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年

度版）」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所、
平成 25年）では対象事業実施区域から 250m程度、「面整備事業環境影響
評価マニュアルⅡ」（建設省都市局都市計画課、平成 11年）では同区域か

ら 200m 程度が目安とされており、これらを包含する 300m 程度の範囲と
した。 

植物に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

   4.調査地点 

(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-6 植物の調査位置」に示す対象事業実施区域及びその

周囲約 300mの範囲内の経路等とする。 

(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」

の現地調査と同じ地点とする。 

植物の生育環境

を網羅する地点

又は経路とした。 
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表 4.2-1(39) 調査、予測及び評価の手法（植物） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

植 

物 

重

要

な

種

及

び

重

要

な

群

落

（

海

域

に

生

育

す

る

も

の

を

除

く

。
） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

5.調査期間等 

(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

①植物相 
春、初夏、夏、秋の 4季に実施する。  

②植生 
夏、秋の 2季に実施する。 

(2) 重要な種及び重要な群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

「(1) 種子植物その他主な植物に関する植物相及び植生の状況」

と同じ期間とする。 

植物の生育特性

に応じて適切な

時期及び期間と

した。 

6.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基

づき、分布又は生育環境の改変の程度を把握した上で、重要な種及

び重要な群落への影響を予測する。 

現地調査結果から影響予測までの流れについては、影響予測及び

評価フロー図（図 4.2-7(1)～(2)）のとおりである。 

影響の程度や種

類に応じて環境

影響の量的又は

質的な変化の程

度を推定するた

めの手法とした。 

  7.予測地域 

「3.調査地域」のうち、重要な種及び重要な群落の生育又は分布す

る地域とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響、又は地形改変

及び施設の存在

による影響が想

定される地域と

した。 

   8.予測対象時期等 

(1) 造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による植物の生育環境への影響が最大となる時期

とする。 

(2) 地形改変及び施設の存在 

すべての風力発電施設等が完成した時期とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響、又は地形改変

及び施設の存在

による影響を的

確に把握できる

時期とした。 

   9.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

重要な種及び重要な群落に関する影響が実行可能な範囲内で回

避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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表 4.2-1(40) 調査、予測及び評価の手法（植物） 

項目 調査手法 内容 

植物相 目視観察調査 調査地域の範囲を、樹林、草地における主要な群落を網羅するよう踏査する。

その他の箇所については、随時補足的に踏査する。目視により確認された植

物種（シダ植物以上の高等植物）の種名と生育状況を調査票に記録する。な

お、目視による同定の難しい種については標本を持ち帰り種の確認を行う。 

植生 ブラウン－ブラン

ケの植物社会学的

植生調査法 

調査地域内に存在する各植物群落を代表する地点において、ブラウン－ブラ

ンケの植物社会学的方法に基づき、コドラート内の各植物の被度・群度を記

録することにより行う。コドラートの大きさは、対象とする群落により異な

るが、樹林地で 10m×10m から 20m×20m、草地で 1m×1m から 3m×3m 程度を

おおよその目安とする。各コドラートについて生育種を確認し、階層の区分、

各植物の被度・群度を記録し、群落組成表を作成する。 

現存植生図の作成 文献その他の資料、空中写真等を用いて予め作成した植生判読素図を、現地

調査により補完し作成する。図化精度は 1/25,000程度とする。 
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図 4.2-6 植物の調査位置（植物相及び植生）  

注：1.植物相調査の踏査ルートについては、現地の状況

により適宜設定する。 

2.植生調査の調査地点数は現地の状況を踏まえ適

宜修正する。また、例示した群落以外に確認され

た場合は適宜植生調査を実施する。 

〔代表的な群落に係る調査地点数の目安〕 

〇ブナ群落：1地点、〇コナラ群落：13地点、〇アカマツ群落：16地

点、〇ササ群落：2 地点、〇ススキ群落：2 地点、〇伐採跡地群落：2

地点、〇クズ群落：2地点、〇スギ植林：10地点、〇ヒノキ植林：3地

点、〇竹林：1地点、〇カラマツ植林：1地点、〇牧草地：1地点、〇

路傍･空地雑草群落：1 地点、〇放棄畑雑草群落：2 地点、〇畑雑草群

落：1地点、〇放棄水田雑草群落：2地点 
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図 4.2-7(1) 植物の影響予測及び評価フロー図(調査・予測・評価の方法)  
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図 4.2-7(2) 植物の影響予測及び評価フロー図(改変部との重ね合わせ例)  
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表 4.2-1(41) 調査、予測及び評価の手法（生態系） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

生

態

系 

地

域

を

特

徴

づ

け

る

生

態

系 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

1.調査すべき情報 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しく

は生育環境の状況 

①上位性の注目種：ノスリ 

②典型性の注目種：タヌキ 

③特殊性の注目種：特殊な環境が存在しないため選定しない。 

※上位性、典型性の種については現地の確認状況により変更となる可

能性がある。 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

地形の状況、動物、植物の文献その他の資料調査から動植物その

他の自然環境に係る概況の整理を行う。 

【現地調査】 

動物、植物の現地調査と同じとする。 

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しく

は生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

動物及び植物の文献その他の資料による情報の収集並びに当該

情報の整理を行う。 

【現地調査】 

以下の方法による現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行

う。 

①ノスリ（上位性の注目種） 
・生息状況調査：定点観察法による調査 

・餌種調査：直接観察又はペリットが採取出来た場合は、DNA

分析等により餌種を把握する。 

②タヌキ（典型性の注目種） 
・生息状況調査：フィールドサイン調査 

・餌種調査：糞の DNA解析等により餌種を把握する。 

一般的な手法と

した。 

   3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

生態系に係る環

境影響を受ける

おそれがある地

域とした。 

   4.調査地点 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

動物、植物の現地調査と同じとする。 

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しく

は生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-8(1)～(2) 生態系の調査位置」に示す対象事業実施区

域及びその周囲の経路、調査地点等とする。 

注目種等が適切

に把握できる地

点等とした。 
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表 4.2-1(42) 調査、予測及び評価の手法（生態系） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

生

態

系 

地

域

を

特

徴

づ

け

る

生

態

系 

造成等の施

工による一

時的な影響 

 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

 

施設の稼働 

5.調査期間等 

(1) 動植物その他の自然環境に係る概況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

動物、植物の現地調査と同じとする。 

(2) 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しく

は生育環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

現地調査を行い、調査結果の整理及び解析を行う。 

①ノスリ（上位性の注目種） 
・生息状況調査 

「動物 ②鳥類 b.猛禽類」として実施する調査期間に準

じる。 

・餌種調査 

「動物」として実施する調査期間に準ずる。 

②タヌキ（典型性の注目種） 
・生息状況調査及び餌種調査 

「動物」として実施する調査期間に準じる。 

注目種の生態的

特性を踏まえた

期間とした。 

6.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、文献その他の資料調査及び現地調査に基づ

き、分布、生息又は生育環境の改変の程度を把握した上で、上位性注

目種の好適営巣環境の変化や典型性注目種の行動圏の変化等を推定

し、影響を予測する。 

現地調査結果から影響予測までの流れについては、影響予測及び評

価フロー図（図 4.2-9(1)～(4)）のとおりである。 

影響の程度や種

類に応じて環境

影響の量的又は

質的な変化の程

度を推定するた

めの手法とした。 

7.予測地域 

調査地域のうち、注目種等の生息・生育又は分布する地域とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響、又は地形改変

及び施設の存在

並びに施設の稼

働による影響が

想定される地域

とした。 

8.予測対象時期等 

(1) 造成等の施工による一時的な影響 

造成等の施工による注目種の餌場・繁殖地・生息地への影響が最

大となる時期とする。 

(2) 地形改変及び施設の存在、施設の稼働 

発電所の運転が定常状態となり、環境影響が最大になる時期とす

る。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響、又は地形改変

及び施設の存在

並びに施設の稼

働による影響を

的確に把握でき

る時期とした。 

   9.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

地域を特徴づける生態系に関する影響が、実行可能な範囲内で回

避又は低減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適

正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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表 4.2-1(43) 注目種選定マトリックス表（生態系） 

【上位性種】 

評価基準 キツネ テン オオタカ ノスリ 

行動圏が大きく、広い環境を代表する ○ △ ○ ○ 

年間を通じて生息が確認できる ○ ○ ○ ○ 

繁殖している可能性が高い △ △ 〇 ○ 

改変エリアを利用する △ △ △ ○ 

調査により分布・生態が把握しやすい △ △ ○ ○ 

注．○：該当する △：一部該当する ×：該当しない 

 

【典型性種】 

評価基準 タヌキ アカネズミ ノウサギ 
ニホンア

マガエル 

個体数あるいは現存量が多い ○ ○ ○ ○ 

多様な環境を利用する ○ ○ ○ △ 

年間を通じて生息が確認できる ○ △ ○ × 

繁殖している可能性が高い ○ ○ ○ ○ 

改変エリアを利用する ○ △ △ △ 

上位種の餌対象とならない ○ × 〇 × 

調査により分布生態が把握しやすい ○ ○ △ △ 

注： ○：該当する △：一部該当する ×：該当しない 

 

 

表 4.2-1(44) 調査、予測及び評価の手法（生態系） 

注目種 調査手法 内容 

ノスリ 生息状況調査 定点観察法による調査を実施し、生息状況や探餌、採餌行動等を記録する。 

餌種調査 生息状況調査時に直接確認できた種を記録する。また、ペリットが採集できた場合

には DNA分析を実施し、餌種を把握する。 

タヌキ 生息状況調査 調査範囲を網羅するように踏査し、タヌキの目視確認や痕跡（足跡、糞等）を記録

する。また、採集した糞を DNA解析して個体識別を行い、行動圏を推定する。 

餌種調査 採集した糞を DNA分析して餌種を把握する。 

 

表 4.2-1(45) 生態系の調査地点概要（ノスリの生息状況調査） 

調査方法 調査地点 地点概要 

定点観察法 

st.1 区域北端付近を広範囲に観察する対象事業実施区域の北側の地点 

st.2 区域北端付近を広範囲に観察する対象事業実施区域の北側の地点 

st.3 区域全体を広範囲に観察する対象事業実施区域の西側の地点 

st.4 区域中央付近を観察する対象事業実施区域の中央の地点 

st.5 区域中央付近を広範囲に観察する対象事業実施区域の中央の地点 

st.6 区域東側付近を観察する対象事業実施区域の東側の地点 

st.7 区域南側付近を広範囲に観察する対象事業実施区域の南側の地点 

注：調査地点は図 4.2-8（1）に示す。 
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図 4.2-8(1) 生態系の調査位置（ノスリ生息状況調査）  

注：1.定点については、現地の状況及び計画の状況を踏まえ適宜修

正する。 

 2.図中の地点名は表 4.2-1(45)に対応する。 
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図 4.2-8(2) 生態系の調査範囲（タヌキの生息状況調査）  

注：踏査ルートについては、現地の状況及び計画の状況を踏まえ

適宜設定する。 
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図 4.2-9(1) 生態系の影響予測及び評価フロー図(調査・予測・評価の方法)  
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図 4.2-9(2) 生態系の影響予測及び評価フロー図(上位性ノスリ)  

総合評価・考察 

生息状況調査 植生分布調査・地形測量調査 餌種調査 

メッシュ毎の
営巣適地点数
の算出 

メッシュ毎の採
餌・探餌行動位置
の抽出 

メッシュ毎の採餌・探餌行動に
影響を与えると考えられる環境
要因の整理 

現地調査及び文献情報
の整理による餌種の生
息環境の抽出 

文献情報の整
理及び営巣条
件の抽出 

採餌・探餌行動の
把握 

調査範囲における現存植生の把
握 
標高、傾斜、地形条件等の把握 

利用している餌種の把
握 

営巣環境への
影響予測 

採餌環境への影響予測 餌種への影響予測 

営巣適地環境
の抽出 

MaxEntによる採餌・探餌行動出現確率の推定 

事業計画 
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図 4.2-9(3) 生態系の影響予測及び評価フロー図(典型性タヌキ)  

餌種調査 

現地調査及び文献情報の整
理による餌種の生息・生育環
境の抽出 

利用している餌種の把握 

餌種への影響予測 

生息状況調査 

各環境類型における資源選
択性指数の推定 

各環境類型におけるタヌキ
の確認例数及び踏査距離の
整理 

生息環境への影響予測 

メッシュ毎の生息環境適合
性指数を算出 

事業計画 

総合評価・考察 
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図 4.2-9(4) 生態系の影響予測及び評価フロー図(ポテンシャルマップ例)  
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表 4.2-1(46) 調査、予測及び評価の手法（景観） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

景 

観 

主

要

な

眺

望

点

及

び

景

観

資

源

並

び

に

主

要

な

眺

望

景

観 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

1.調査すべき情報 

(1) 主要な眺望点 

(2) 景観資源の状況 

(3) 主要な眺望景観の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 主要な眺望点 

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集

並びに当該情報の整理及び解析を行うとともに、将来の風力発電施

設の可視領域について検討を行う。 

※可視領域とは、主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高デ

ータを用いた数値地形モデルによるコンピュータ解析を行い、

風力発電機（地上高さ：約 160m）が視認される可能性のある領

域をいう。 

また、現地踏査、聞き取り調査等により、居住地域などにおいて

住民が日常的に眺望する景観などを調査し、文献その他の資料調査

を補足する。 

(2) 景観資源の状況 

【文献その他の資料調査】 

調査地域内に存在する山岳、湖沼等の自然景観資源、歴史的文化

財等の人文景観資源の分布状況を、文献等により把握する。 

(3) 主要な眺望景観の状況 

【文献その他の資料調査】 

「(1)主要な眺望点」及び「(2)景観資源の状況」の調査結果から

主要な眺望景観を抽出し、当該情報の整理及び解析を行う。 

【現地調査】 

現地踏査による写真撮影及び目視確認による情報の収集並びに

当該情報の整理及び解析を行う。 

一般的な手法と

した。 

  3.調査地域 

(1) 主要な眺望点 

将来の風力発電施設の可視領域及び垂直視野角 1度以上で視認さ

れる可能性のある範囲を踏まえ、対象事業実施区域及びその周囲と

する。 

(2) 景観資源の状況 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

(3) 主要な眺望景観の状況 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

景観に係る環境

影響を受けるお

それのある地域

とした。 

  4.調査地点 

【現地調査】 

「2.調査の基本的な手法」の「(1)主要な眺望点」及び「(2)景観

資源の状況」の調査結果を踏まえ選定した、「図 4.2-10 景観の調

査位置」に示す主要な眺望点 11地点とする。 

対象事業実施区

域周囲における

主要な眺望点を

対象とした。 

   5.調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

風力発電機の視認性が最も高まると考えられる日として、好天日

の 1日とする。 

風力発電機の稼

働による景観の

状況を把握でき

る時期及び期間

とした。 

 

  



90 

表 4.2-1(47) 調査、予測及び評価の手法（景観） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

景 

観 

主

要

な

眺

望

点

及

び

景

観

資

源

並

び

に

主

要

な

眺

望

景

観 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

6.予測の基本的な手法 

(1) 主要な眺望点及び景観資源の状況 

主要な眺望点及び景観資源の位置と対象事業実施区域を重ねる

ことにより影響の有無を予測する。 

(2) 主要な眺望景観の状況 

主要な眺望点から撮影する現況の眺望景観の写真に、将来の風力

発電施設の完成予想図を合成するフォトモンタージュ法により、眺

望の変化の程度を視覚的表現によって予測する。 

本事業と他事業との累積的な影響の予測については、他事業の計

画が明らかとなった場合において、必要性を検討した上で実施する。 

一般的に景観の

予測で用いられ

ている手法とし

た。 

累積的な影響の

予測については、

他事業の計画の

熟度及び公開さ

れる情報を踏ま

えて実施の有無

を判断する。 

  7.予測地域 

「3.調査地域」と同じとする。 

地形改変及び施

設の存在による

影響が想定され

る地域とした。 

  8.予測地点 

(1) 主要な眺望点の状況及び主要な眺望景観の状況 

「4．調査地点」と同じ、主要な眺望点として選定する 11地点と

する。 

(2) 景観資源の状況 

「2.調査の基本的な手法」の「(2)景観資源の状況」において景観

資源として把握した地点とする。 

地形改変及び施

設の存在による

影響が想定され

る地点とした。 

  9.予測対象時期等 

すべての風力発電施設が完成した時期とする。 

地形改変及び施

設の存在による

影響を的確に把

握できる時期と

した。 

  10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に関する影響

が実行可能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の

保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 

 

表 4.2-1(48) 景観調査地点の設定根拠 

番号 調査地点 設定根拠 

① 戦山 風力発電機が垂直視野角 1度以上で視認される可能性のある範囲内に

おいて、不特定かつ多数の利用がある地点を主要な眺望点として設定

した。 

 

② 高太石山 

③ 羽山（麓山） 

④ 日山（天王山） 

⑤ 五十人山 

⑥ 鎌倉岳 

⑦ 手倉山 

⑧ 津島地区 風力発電機が垂直視野角 1度以上で視認される可能性のある範囲内に

おいて、住宅等の存在する地区（生活環境の場）を主要な眺望点とし

て設定した。 
⑨ 北平地区 

⑩ 落合地区 

⑪ 北移地区 
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図 4.2-10 景観の調査位置  
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表 4.2-1(49) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場 

主

要

な

人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場 

工事用資材

等の搬出入 

1.調査すべき情報 

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び

利用環境の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

 2.調査の基本的な手法 

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集

並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び

利用環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果から、

主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報の整理

及び解析を行う。 

なお、聞き取り調査により、文献その他の資料調査を補足する。 

【現地調査】 

現地踏査及び聞き取り調査を行い、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場における利用状況、利用環境の状況及びアクセス状況を

把握し、結果の整理及び解析を行う。 

一般的な手法と

した。 

   3.調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の地域とする。 

人と自然との触

れ合いの活動の

場に係る環境影

響を受けるおそ

れのある地域と

した。 

   4.調査地点 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲

の地域とする。 

【現地調査】 

「2.調査の基本的な手法」の「(1) 人と自然との触れ合いの活動

の場の状況」の調査結果を踏まえ、「図 4.2-11 主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場の調査位置」に示す 3 地点（「葛尾村森林公

園 もりもりランド・かつらお」、「かつらお大尽屋敷跡公園」及び

「蟹山」）とする。 

工事関係車両の

主要な走行ルー

トの周囲におけ

る主要な人と自

然との触れ合い

の活動の場を対

象とした。 

   5.調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

利用状況を考慮した時期に 1回実施する。また、景観の現地調査

時等にも随時確認することとする。 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場の状況

を把握できる時

期及び期間とし

た。 

   6.予測の基本的な手法 

環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、工事用資材等の搬

出入に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場へのアクセスルー

トにおける交通量の変化を予測し、利用特性への影響を予測する。 

一般的に人と自

然との触れ合い

の活動の場の予

測で用いられて

いる手法とした。 
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表 4.2-1(50) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場 

主

要

な

人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場 

工事用資材

等の搬出入 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの周囲の

地域とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

域とした。 

 8.予測地点 

「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の主要な

走行ルート沿いの 3地点（「葛尾村森林公園 もりもりランド・かつら

お」、「かつらお大尽屋敷跡公園」及び「蟹山」）とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

点とした。 

 9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の交通量が最大となる時期とす

る。 

工事関係車両の

走行による影響

を的確に予測で

きる時期とした。 

 10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全につ

いての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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表 4.2-1(51) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場 

主

要

な

人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

1.調査すべき情報 

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び

利用環境の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

 2.調査の基本的な手法 

(1) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

【文献その他の資料調査】 

自治体のホームページや観光パンフレット等による情報の収集

並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び

利用環境の状況 

【文献その他の資料調査】 

「(1)人と自然との触れ合いの活動の場の状況」の調査結果から、

主要な人と自然との触れ合いの活動の場を抽出し、当該情報の整理

及び解析を行う。 

なお、聞き取り調査により、文献その他の資料調査を補足する。 

【現地調査】 

現地踏査及び聞き取り調査を行い、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場における利用状況及び利用環境の状況を把握し、結果の

整理及び解析を行う。 

一般的な手法と

した。 

   3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。 

人と自然との触

れ合いの活動の

場に係る環境影

響を受けるおそ

れのある地域と

した。 

   4.調査地点 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の地域と

する。 

【現地調査】 

「2.調査の基本的な手法」の「(1) 人と自然との触れ合いの活動

の場の状況」の調査結果を踏まえ、「図 4.2-11 主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場の調査位置」に示す 3 地点（「葛尾村森林公

園 もりもりランド・かつらお」、「かつらお大尽屋敷跡公園」及び

「蟹山」）とする。 

対象事業実施区

域周囲における

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場を対象

とした。 

   5.調査期間等 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

利用状況を考慮した時期に 1回実施する。また、景観の現地調査

時等にも随時確認することとする。 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場の状況

を把握できる時

期及び期間とし

た。 

   6.予測の基本的な手法 

環境保全のために講じようとする措置を踏まえ、主要な人と自然と

の触れ合いの活動の場について、分布及び利用環境の改変の程度を把

握した上で、利用特性への影響を予測する。 

一般的に人と自

然との触れ合い

の活動の場の予

測で用いられて

いる手法とした。 
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表 4.2-1(52) 調査、予測及び評価の手法（人と自然との触れ合いの活動の場） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場 

主

要

な

人

と

自

然

と

の

触

れ

合

い

の

活

動

の

場 

地 形 改 変 

及 び 

施設の存在 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の地域とす

る。 

地形改変及び施

設の存在による

影響が想定され

る地域とした。 

 8.予測地点 

「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する 3地点（「葛尾村森林

公園 もりもりランド・かつらお」、「かつらお大尽屋敷跡公園」及び

「蟹山」）とする。 

地形改変及び施

設の存在による

影響が想定され

る地点とした。 

 9.予測対象時期等 

すべての風力発電施設が完成した時期とする。 

地形改変及び施

設の存在による

影響を的確に予

測できる時期と

した。 

 10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場に関する影響が実行可

能な範囲内で回避又は低減されているかを検討し、環境の保全につ

いての配慮が適正になされているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 

 

表 4.2-1(53) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場調査地点の設定根拠 

調査地点 設定根拠 

葛尾村森林公園 

もりもりランド・かつらお 

工事関係車両の主要な走行ルートの周囲かつ対象事業実施区域の周囲

に位置していること、キャンプ等の利用により不特定多数の者が利用す

る主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性

があることから設定した。 

かつらお大尽屋敷跡公園 

工事関係車両の主要な走行ルートの周囲かつ対象事業実施区域の周囲

に位置していること、自然観賞等の利用により不特定かつ多数の者が利

用する主要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可

能性があることから設定した。 

蟹山 

工事関係車両の主要な走行ルートの周囲かつ対象事業実施区域の周囲

に位置していること、登山等の利用により不特定多数の者が利用する主

要な人と自然との触れ合いの活動の場として機能している可能性があ

ることから設定した。 
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図 4.2-11 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査位置  
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表 4.2-1(54) 調査、予測及び評価の手法（廃棄物等） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

廃

棄

物

等 

産

業

廃

棄

物

及

び

残

土 

造成等の施

工による一

時的な影響 

1.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及び残土

の発生量を予測する。 

一般的に廃棄物

等の予測で用い

られている手法

とした。 

2.予測地域 

対象事業実施区域とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響が想定される

地域とした。 

3.予測対象時期等 

工事期間中とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響を的確に把握

できる時期とし

た。 

4.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

産業廃棄物及び残土の発生量が、実行可能な範囲内で回避又は低

減されているかを検討し、環境の保全についての配慮が適正になさ

れているかどうかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 

 

 

  



98 

表 4.2-1(55) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放

射

線

の

量 

放

射

線

の

量

（

粉

じ

ん

等

の

発

生

に

伴

う

も

の

） 

工事用資材

等の搬出入 

1.調査すべき情報 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 
 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

 2.調査の基本的な手法 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【文献その他の資料調査】 

「環境省 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

「放射性物質汚染対処特措法」の施行規則 43 条で定められた方

法により放射線の量（空間線量率）を測定し、調査結果の整理を行

う。 

「環境影響評価

技術ガイド（放射

性物質）」（環境

省総合環境政策

局環境影響評価

課、平成 27 年）

に記載された手

法とした。 

  3.調査地域 

工事関係車両の主要な走行ルートの沿道とする。 

放射線量に係る

環境影響を受け

るおそれのある

地域とした。 

  4.調査地点 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-13 空間線量測定地点（対象事業実施区域の周囲）」に

示す工事関係車両の主要な走行ルート沿いの 3 地点（空間線量

No.16、空間線量 No.21、空間線量 No.22）とする。 

工事関係車両の

走行ルート沿い

の住宅等のうち、

工事関係車両の

集中が見込まれ

る地点を対象と

した。 

   5.調査期間等 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【現地調査】 

1回行う。 

工事関係車両の

走行が想定され

る時期とした。 
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表 4.2-1(56) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放

射

線

の

量 

放

射

線

の

量

（

粉

じ

ん

等

の

発

生

に

伴

う

も

の

） 

工事用資材

等の搬出入 

6.予測の基本的な手法 

拡散・流出防止措置を踏まえた定性的な予測、または、既往の放射

性物質の知見に基づく定性的な予測とする。 

「環境影響評価

技術ガイド（放射

性物質）」（環境

省総合環境政策

局環境影響評価

課、平成 27 年）

に記載された手

法とした。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、工事関係車両の主要な走行ルートの沿道と

する。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

域とした。 

8.予測地点 

「4.調査地点」と同じ、現地調査を実施する工事関係車両の主要な

走行ルート沿いの 3地点（空間線量 No.16、空間線量 No.21、空間線量

No.22）とする。 

工事関係車両の

走行による影響

が想定される地

点とした。 

9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、工事関係車両の走行に伴う空間線量率に係る環

境影響が最大となる時期とする。 

工事関係車両の

走行による影響

を的確に把握で

きる時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合に

はその結果を踏まえ、対象事業の実施に係る空間線量率に関する影

響が、実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されており、必

要に応じてその他の方法により環境の保全についての配慮が適正に

なされているかどうかについて評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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表 4.2-1(57) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放

射

線

の

量 

放

射

線

の

量

（

粉

じ

ん

等

の

発

生

に

伴

う

も

の

） 

建設機械の

稼 働 

1.調査すべき項目 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

2.調査の基本的な手法 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【文献その他の資料調査】 

「環境省 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

「放射性物質汚染対処特措法」の施行規則 43 条で定められた方

法により放射線の量（空間線量率）を測定し、調査結果の整理を行

う。 

 

「環境影響評価

技術ガイド（放射

性物質）」（環境

省総合環境政策

局環境影響評価

課、平成 27 年）

に記載された手

法とした。 

 3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

放射線量に係る

環境影響を受け

るおそれのある

地域とした。 

 4.調査地点 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【文献その他の資料調査】 

対象事業実施区域及びその周囲の空間線量率調査地点とする。 

【現地調査】 

対象事業実施区域内は「図 4.2-12 空間線量測定地点（対象事業

実施区域内）」に示す風力発電機設置予定位置である 15地点（空間

線量 No.1～空間線量 No.15）、対象事業実施区域の周囲は「図 4.2-13 

空間線量測定地点（対象事業実施区域の周囲）」に示す 5 地点（空

間線量 No.16～空間線量 No.20）とする。 

対象事業実施区

域及びその周囲

の住宅等の環境

を代表する地点

とした。 

  5.調査期間等 

(1) 放射線の量（空間線量率）の状況 

【文献その他の資料調査】 

入手可能な最新の資料とする。 

【現地調査】 

1回行う。 

放射線の量の状

況を把握できる

回数とした。 
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表 4.2-1(58) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放

射

線

の

量 

放

射

線

の

量

（

粉

じ

ん

等

の

発

生

に

伴

う

も

の

） 

建設機械の

稼 働 

6.予測の基本的な手法 

拡散・流出防止措置を踏まえた定性的な予測、または、既往の放射

性物質の知見に基づく定性的な予測とする。 

「環境影響評価

技術ガイド（放射

性物質）」（環境

省総合環境政策

局環境影響評価

課、平成 27 年）

に記載された手

法とした。 

7.予測地域 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲とする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地域と

した。 

8.予測地点 

予測地域と同じとする。 

建設機械の稼働

による影響が想

定される地点と

した。 

9.予測対象時期等 

工事計画に基づき、建設機械の稼働に伴う空間線量率に係る環境影

響が最大となる時期とする。 

建設機械の稼働

による影響を的

確に把握できる

時期とした。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合に

はその結果を踏まえ、対象事業の実施に係る空間線量率に関する影

響が、実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されており、必

要に応じてその他の方法により環境の保全についての配慮が適正に

なされているかどうかについて評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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表 4.2-1(59) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放

射

線

の

量 

放

射

線

の

量

（

水

の

濁

り

の

発

生

に

伴

う

も

の

） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

1.調査すべき情報 

(1)放射線の量（放射性物質濃度：水質）の状況 

(2)放射線の量（放射性物質濃度：底質）の状況 

(3)放射線の量（放射性物質濃度：土壌）の状況 
 

環境の現況とし

て把握すべき項

目及び予測に用

いる項目を選定

した。 

 2.調査の基本的な手法 

(1) 放射線の量（放射性物質濃度：水質）の状況 

【文献その他の資料調査】 

「環境省 HP」等による情報の収集並びに当該情報の整理を行う。 

【現地調査】 

以下の方法で測定し、調査結果の整理を行う 

採取：「環境試料採取法」（文部科学省、昭和 58年）等。 

 分析：ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー

測定等 

(2) 放射線の量（放射性物質濃度：底質）の状況 

【現地調査】 

以下の方法で測定し、調査結果の整理を行う 

採取：環境試料採取法（文部科学省、昭和 58年）等。 

 分析：ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー

測定等 

(3) 放射線の量（放射性物質濃度：土壌）の状況 

【現地調査】 

以下の方法で測定し、調査結果の整理を行う 

採取：環境試料採取法（文部科学省、昭和 58年）等。 

 分析：ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー

測定等 

「環境影響評価

技術ガイド（放射

性物質）」（環境

省総合環境政策

局環境影響評価

課、平成 27 年）

に記載された手

法とした。 

   3.調査地域 

対象事業実施区域及びその周囲の河川等とする。 

放射線量に係る

環境影響を受け

るおそれのある

地域とした。 

   4.調査地点 

(1) 放射線の量（放射性物質濃度：水質）の状況 

【文献その他の資料調査】 

「3.調査地域」と同じ、対象事業実施区域及びその周囲の河川等

とする。 

【現地調査】 

「図 4.2-14 放射性物質濃度測定地点（水質及び底質）」に示す

対象事業実施区域周囲の 8地点（水質 1～水質 8）とする。 

(2) 放射線の量（放射性物質濃度：底質）の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-14 放射性物質濃度測定地点（水質及び底質）」に示す

対象事業実施区域周囲の 8地点（水質 1～水質 8）とする。 

(3) 放射線の量（放射性物質濃度：土壌）の状況 

【現地調査】 

「図 4.2-15 放射性物質濃度測定地点（土壌）」に示す対象事業

実施区域内の風力発電機設置予定位置である 15 地点（土壌 No.1～

土壌 No.15）とする。 

調査地域を代表

する地点とした。 
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表 4.2-1(60) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放

射

線

の

量 

放

射

線

の

量

（

水

の

濁

り

の

発

生

に

伴

う

も

の

） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

5.調査期間等 

(1) 放射線の量（放射性物質濃度：水質）の状況 

【現地調査】 

降雨時に 1回行う。 

(1) 放射線の量（放射性物質濃度：底質）の状況 

【現地調査】 

1回行う。 

(2) 放射線の量（放射性物質濃度：土壌）の状況 

【現地調査】 

1回行う。  

放射線の量の状

況を把握できる

回数とした。 

6.予測の基本的な手法 

拡散・流出防止措置を踏まえた定性的な予測、または、既往の放射

性物質の知見に基づく定性的な予測とする。 

「環境影響評価

技術ガイド（放射

性物質）」（環境

省総合環境政策

局環境影響評価

課、平成 27 年）

に記載された手

法とした。 

7.予測地域 

対象事業実施区域及びその周囲とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響が想定される

地域とした。 

8.予測地点 

対象事業実施区域内において設置する仮設沈砂池の排水口とする。 

水質に係る環境

影響を的確に把

握できる地点と

した。 

9.予測対象時期等 

工事期間中とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響を的確に把握

できる時期とし

た。 

10.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合に

はその結果を踏まえ、対象事業の実施に係る放射性物質濃度に関す

る影響が、実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されてお

り、必要に応じてその他の方法により環境の保全についての配慮が

適正になされているかどうかについて評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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表 4.2-1(61) 放射線の量調査地点の設定根拠 

影響要因の区分 調査地点 設定根拠 

工事用資材等の

搬出入 

空間線量 No.16 ・工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道 399号）沿いの住宅等の

うち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

空間線量 No.21 ・工事関係車両の主要な走行ルート（一般国道 399号）沿いの住宅等の

うち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

空間線量 No.22 ・工事関係車両の主要な走行ルート（北平 曲山線）沿いの住宅等のう

ち、工事関係車両の走行が集中する地点とした。 

建設機械の稼働 空間線量 No.1 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.2 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.3 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.4 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.5 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.6 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.7 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.8 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.9 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.10 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.11 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.12 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.13 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.14 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.15 ・風力発電機設置予定位置である。 

空間線量 No.16 ・対象事業実施区域に近い地域とした。 

・周囲に住宅等が存在する。 

空間線量 No.17 ・対象事業実施区域に近い地域とした。 

・周囲に住宅等が存在する。 

空間線量 No.18 ・対象事業実施区域に近い地域とした。 

・周囲に住宅等が存在する。 

空間線量 No.19 ・対象事業実施区域に近い地域とした。 

・周囲に住宅等が存在する。 

空間線量 No.20 ・対象事業実施区域に近い地域とした。 

・周囲に住宅等が存在する。 
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表 4.2-1(62) 放射線の量調査地点の設定根拠 

影響要因の区分 調査地点 設定根拠 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

 

水質 1 ・対象事業実施区域内において、風力発電機の設置予定位置の流域河川

である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 2 ・対象事業実施区域の北側において、風力発電機の設置予定位置の流域

河川である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 3 ・対象事業実施区域の北東側において、風力発電機の設置予定位置の流

域河川である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 4 ・対象事業実施区域の南西側において、風力発電機の設置予定位置の流

域河川である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 5 ・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置の流域

河川である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 6 ・対象事業実施区域の東側において、風力発電機の設置予定位置の流域

河川である。 

・調査に必要な一定の水量の確保が可能である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 7 ・対象事業実施区域の南側において、風力発電機の設置予定位置の流域

河川である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

水質 8 ・対象事業実施区域の南東側において、風力発電機の設置予定位置の流

域河川である。 

・安全を確保した上で人のアクセスが可能な場所である。 

土壌 No.1 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.2 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.3 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.4 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.5 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.6 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.7 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.8 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.9 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.10 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.11 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.12 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.13 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.14 ・風力発電機設置予定位置である。 

土壌 No.15 ・風力発電機設置予定位置である。 
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図 4.2-12 空間線量測定地点（対象事業実施区域内）  
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図 4.2-13 空間線量測定地点（対象事業実施区域の周囲）
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図 4.2-14 放射性物質濃度測定地点（水質及び底質）  
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図 4.2-15 放射性物質濃度測定地点（土壌）  
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表 4.2-1(63) 調査、予測及び評価の手法（放射線の量） 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定理由 環境要素の 

区 分 

影響要因の

区 分 

放

射

線

の

量 

放

射

線

の

量

（

産

業

廃

棄

物

及

び

残

土

の

発

生

に

伴

う

も

の

） 

造成等の施

工による一

時的な影響 

1.予測の基本的な手法 

環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及び残土

の発生量を予測する。 

一般的に廃棄物

等の予測で用い

られている手法

とした。 

2.予測地域 

対象事業実施区域とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響が想定される

地域とした。 

3.予測対象時期等 

工事期間中とする。 

造成等の施工に

よる一時的な影

響を的確に把握

できる時期とし

た。 

4.評価の手法 

(1) 環境影響の回避、低減に係る評価 

予測の結果並びに環境保全措置の検討を行う場合にはその結果

を踏まえ、対象事業の実施に係る産業廃棄物及び残土の排出量が、

実行可能な範囲内で回避又は低減されており、必要に応じてその他

の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかど

うかを評価する。 

「環境影響の回

避、低減に係る評

価」とした。 
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 専門家等からの意見の概要 

調査、予測及び評価の手法について、専門家等からの意見聴取を実施した。専門家等からの意

見の概要及び事業者の対応は表 4.2-2のとおりである。 

 

表 4.2-2(1) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動

物

（

哺

乳

類

、

両

生

類

、

爬

虫

類

、

魚

類

、

底

生

生

物

） 

動 物 の 調

査時期、調

査、予測及

び 評 価 手

法等 

【所属：県野生動植物保護アドバイザー】意見聴取日：令和元年 12月 17日 

 

・請戸川沿いはかつてアカマツの産地として知られていた場所である。アカマツの

植林地が多いのもこのような背景が関係しているだろう。 

・請戸川ではカワシンジュガイが生息している可能性がある。現地調査時には留意

し確認に努めてほしい。葛尾川の方ではほとんど生息していないと思われる。 

・現地調査を適切に実施し、重要な種など、配慮すべき種の生息状況を確認し、適

切な対策を検討してほしい。 

・事業地東側にある池などは両生類の産卵にも利用される可能性があるだろう。 

・水生生物への影響を極力低減するため、土砂の流出や濁水の流出には十分配慮し

た計画としてほしい。 

・当該地は夏が短いと思われる。爬虫類調査については、気温が高い時期に実施で

きるよう適切に計画してほしい。 

・基本的な調査方法や時期は問題ないだろう。 

・トウホクサンショウウオの産卵時期は、このあたりでは 4 月中～下旬頃ではない

かと思う。その年の積雪状況などにあわせて調査のタイミングを検討してほしい。 

調査、予測及び

評価手法等は

左記の内容を

踏まえ実施す

ることとした。 

 

動

物

（

コ

ウ

モ

リ

類

） 

動 物 の 調

査時期、調

査、予測及

び 評 価 手

法等 

【所属：民間団体会員】 意見聴取日：令和元年 12月 4日 

 

・調査手法、時期については方法書記載の内容で問題ないだろう。 

・本区域の浪江町側は帰還困難区域に含まれている。コウモリの活動時間（日没～

日の出）内の立ち入りが困難である場合には、無理に帰還困難区域内で調査を実

施する必要はないだろう。 

・捕獲調査について帰還困難区域にハープトラップを設置しておくことも考えられ

るが、見回りが困難でありコウモリに対する負担が増えるのでやめたほうがいい

だろう。 

・HT4 が帰還困難区域に該当するが、実施をしないか葛尾村側へずらしてもいいの

ではないか。 

・捕獲調査の際には、捕獲が出来なかったとしてもどのような種が生息しているの

か確認するため同地点において音声の録音も実施するとよいだろう。 

・音声モニタリング調査については、東側には風況鉄塔があるため、西側の風車付

近においても 1点樹高棒を追加して欲しい。 

・サーチライト（LEDライト等）における確認については、1回 1点程度の実施でよ

いだろう。 

・夜間踏査については、調査員の安全にも考慮し道のある場所で実施するといいだ

ろう。踏査の際には 15 分～30 分程度何点か地点としての音声確認も行うといい

のではないか。 

調査、予測及び

評価手法等は

左記の内容を

踏まえ実施す

ることとした。 
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表 4.2-2(2) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

動

物

（

鳥

類

） 

動物の調

査時期、調

査、予測及

び評価手

法等 

【所属：大学名誉教授】 意見聴取日：令和元年 12月 9日 

 

＜鳥類＞ 

・これまでの調査で、阿武隈高地は渡り鳥が少ない傾向にあることがわかっている。 

・既存資料ではクマタカの生息が確認されていないエリアになっている。たしかに

生息していない可能性もあるが、近年クマタカが増加している傾向にあるため、

適切に現地調査を実施して生息状況を把握してほしい。 

・調査方法などは問題ないだろう。 

・テリトリーマッピングによる調査は、事前と事後の鳥類の状況を確認するために

は適した調査と考えられる。地点についても風車付近と比較対照点を設けられて

おり概ねよいと思われる。 

・ミゾゴイが生息している可能性が考えられる。適切に調査を実施し、生息状況の

把握に努めてほしい。 

・生態系の項目における上位性注目種の候補としてはノスリやオオタカが考えられ

るだろう。クマタカは出現するか不明であるため想定しにくいだろう。今後の現

地調査結果にあわせて適切に注目種を検討するのが現実的だろう。 

・典型性注目種については民家や集落も近いためタヌキでよいのではと思う。 

 

＜コウモリ類＞ 

・風況観測塔を用いた音声モニタリングの地点が 1 地点となっている。コウモリの

飛翔状況を確認するため、音声モニタリングの地点を増やすことや、LEDライトを

用いた調査、遠赤外線ビデオカメラを用いて渡りのピークとなる 8 月下旬～9 月

中旬頃に数日間撮影し、通過の実態を確認する調査など、適切に検討してほしい。 

調査、予測及び

評価手法等は

左記の内容を

踏まえ実施す

ることとした。 

動

物

（

昆

虫

類

、

底

生

動

物

） 

動物の調

査時期、調

査、予測及

び評価手

法等 

【所属：大学教員】 意見聴取日：令和元年 12月 10日 

 

・既存文献で出現しているスリカミメクラチビゴミムシは福島市以外には生息して

いないと思われるためリストから削除してもよいだろう。 

・調査時期については春、夏、秋の 3回でよいだろう。調査のタイミングについては

雪の量に応じて適切に検討してほしい。 

・ライトトラップについては夏の 1回でよいだろう。 

・湿地環境が対象事業実施区域の中に存在するため、トラップ調査地点も湿地環境の

ところに追加した方がよいだろう。 

・底生動物について、調査は早春に入るようにしてほしい。3月や 4月に入れればこ

の時期 1回でもよいように思う。魚類とあわせて実施するとのことなので、それで

あれば、魚類と底生生物は早春と夏などの 2回実施でよいだろう。 

・また魚類や底生生物の調査地点について、湿地環境やそこから流れ出る沢にも調査

地点を追加する方がよいだろう。 

・調査範囲内には麓の水田や耕作地環境があるが、トラップ調査等は必要なく、必要

に応じて任意調査により確認する程度でよいだろう。 

・トラップ地点はアカマツ林が多くなっているイメージである。アカマツ植林地も二

次林も大きく種組成は変わらないと思われるし、環境としてもある程度同じだと思

われるため、この地点を湿地環境に回すことで対応してほしい。 

・本事業地では、湿地環境となっている場所（池やその周辺等）とそこから流れ出る

沢が事業影響の及ぶ可能性が高い場所である。留意して現地調査を実施してほし

い。 

・また、上述のとおり、取り付け道路の設置による影響が懸念されるため、濁水対策

や改変箇所など、適切に事業計画を検討してほしい。 

調査、予測及び

評価手法等は

左記の内容を

踏まえ実施す

ることとした。 
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表 4.2-2(3) 専門家等からの意見の概要及び事業者の対応 

専門 

分野 
専門家等からの意見の概要 事業者の対応 

植

物 

動 物 の 調

査時期、調

査、予測及

び 評 価 手

法等 

【所属：大学教員】 意見聴取日：令和元年 12月 6日 

 

＜事業実施区域及びその周辺の状況＞ 

・南津島で過去植物採集がなされ福島大学の標本室で標本が保管されているが、あ

まり希少な種は確認されていない。ただ、網羅的な調査でなく、全体を対象にした

調査でもないので、改めて適切に調査を実施し、植物相の確認につとめてほしい。 

・空中写真や判読素図等をみる限りでは、全域がほぼ二次林であり、原生林や極相

林など自然度の高い林はなさそうである。 

・おそらくシロテンマ（環境省レッドリスト絶滅危惧 IA類）は生育しているのでは

ないかと思われる。事業地の隣接地でも確認されている。菌従属栄養の種である

ため、毎年出るか分からない上、移植なども困難である。また、福島県で希少野生

動植物に指定されているクマガイソウも生育している可能性があるだろう。 

＜調査方法等＞ 

・植物相調査については、春、初夏、夏、秋の 4回実施してほしい。春の時期はその

年の積雪等にもよるが、5月下旬頃、初夏は 6月中～下旬頃、夏は 8月中～下旬、

秋は 9月中旬～下旬頃でよいのではないか。 

・植生については、重要な群落はなさそうであるので、代表的な箇所で適切に実施

すればよいのではと思う。 

・調査においては、保護上重要な種の位置と生育状況を把握することが重要である。

踏査については改変箇所も含め適切に実施してほしい。 

・岩場などがあれば重要種が生育している可能性もあるため、留意して調査してほ

しい。 

・基本的な調査手法については問題ないだろう。 

調査、予測及び

評価手法等は

左記の内容を

踏まえ実施す

ることとした。 
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第5章 環境影響評価法法書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる 

事務所の所在地 

 

委託事業者の名称 ： 一般財団法人日本気象協会 

代表者の氏名 ： 代表理事会長 春田 謙 

主たる事務所の所在地 ： 東京都豊島区東池袋三丁目 1番 1号 
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